
 1 

１ 会 議 名 予算特別委員会 

 

２ 開催日時 平成 29 年３月８日（水）午前 10 時 00 分～午後３時 43 分 

 

３ 会  場 議場 

 

４ 出席者 

 １番 杉浦康憲、２番 神谷利盛、３番 柳沢英希、 

  ４番 浅岡保夫、５番 長谷川広昌、11 番 神谷直子、 

  13 番 北川広人、15 番 小嶋克文 

 

５ 欠 席 者 

 な し 

 

６ 傍 聴 者 

 黒川美克、柴田耕一、幸前信雄、杉浦辰夫、内藤とし子、鈴木勝彦、 

小野田由紀子 

 

７ 説明のため出席した者 

市長、副市長、教育長 

企画部長、総合政策 GL、総合政策 G 主幹、人事 GL 

総務部長、行政 GL、財務 GL、行政 G 主幹、行政 G 主幹 

市民総合窓口センター長、市民窓口 GL、市民窓口 G 主幹、 

市民生活 GL、税務 GL、税務 G 主幹 

福祉部長、地域福祉 GL、地域福祉 G 主幹、介護保険・障がい GL、 

福祉まるごと相談 GL、保健福祉 GL 兼生涯現役まちづくり GL、 

保健福祉 G 主幹 

こども未来部長、こども育成 GL、文化スポーツ GL 
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都市政策部長、都市整備 GL、企業支援 GL、都市防災 GL、上下水道 GL、

地域産業 GL 

学校経営 GL、学校経営 G 主幹、 

会計管理者 

監査委員事務局長 

 

８ 職務のため出席した者 

 事務局長、書記２名 

 

９ 付託案件 

  議案第 26 号 平成 29 年度高浜市一般会計予算 

  議案第 27 号 平成 29 年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第 28 号 平成 29 年度高浜市土地取得費特別会計予算 

  議案第 29 号 平成 29 年度高浜市公共下水道事業特別会計予算 

  議案第 30 号 平成 29 年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算 

  議案第 31 号 平成 29 年度高浜市介護保険特別会計予算 

  議案第 32 号 平成 29 年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第 33 号 平成 29 年度高浜市水道事業会計予算 

 

10 会議経過 

説（事務局長） 本日は、去る３月２日の本会議で予算特別委員会が設置

され、本委員会に付託されました議案第 26 号から議案第 33 号までの８議

案につきまして、審査をしていただくことになりました。 

 つきましては、高浜市議会委員会条例第 10 条第２項の規定により、小嶋

克文委員に、臨時委員長をお願いいたします。 

 

臨時委員長挨拶 
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臨時委員長 ただいまの出席委員は、全員であります。よって、本委員会

は成立いたしました。これより予算特別委員会を開会いたします。 

 

市長挨拶 

 

《委員長選出》 

臨時委員長 これより、委員長の選出を行います。お諮りいたします。選

出の方法は、投票による方法と指名推選による方法がありますが、いずれ

の方法によって選出したらよろしいでしょうか。  

意（３） 指名推選でお願いいたします。 

臨時委員長 ただいま指名推選との発言がございましたが、これに御異議

ございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

臨時委員長 御異議もないようですので、指名推選とさせていただきます。 

指名推選と発言をされた委員に、どなたか指名をお願いいたします。 

意（３） 神谷利盛委員でお願いします。 

 

臨時委員長 ただいま委員長に、神谷利盛委員との発言がございましたが、

これに御異議ございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

臨時委員長 御異議なしと認めます。よって、神谷利盛委員が委員長に選

出されました。ただいま委員長に選出されました神谷利盛委員に、就任の

御挨拶をお願いいたしますが、その前に席の交代をさせていただきます。  
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委員長挨拶  

 

《副委員長選出》 

委員長 それでは、これから副委員長の選出を行います。お諮りいたしま

す。選出の方法は、投票による方法と指名推選による方法がありますが、

いずれの方法によって選出したらよろしいでしょうか。 

意（３） 指名推選でお願いします。 

委員長 ただいま指名推選との発言がございましたが、これに御異議ござ

いませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議もないようですので、指名推選とさせていただきます。指

名推選と発言をされた委員に、どなたか指名をお願いいたします。 

意（３） 杉浦康憲委員を推選します。 

委員長 ただいま、副委員長に杉浦康憲委員との発言がございましたが、

これに御異議はございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認めます。よって、杉浦康憲委員が副委員長に選出

されました。ただいま副委員長に選出されました杉浦康憲委員に、就任の

御挨拶をお願いいたします。 

 

 副委員長挨拶 

 

委員長 それでは、本日と明日の二日間の日程について副委員長と協議い

たしたく、暫時休憩といたします。 
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 休憩 午前 10 時 06 分 

 再開 午前 10 時 08 分 

 

委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程につきまして、ただいま副委員長と協議いたしました結果、本日は

一般会計の質疑を行います。明日は特別会計と企業会計の質疑を行い、質

疑終了後、当初予算議案に対して採決をしてまいりたいと思います。なお

本日、審査が予定より早く進んだ場合には引き続き、議案第 27 号以後の質

疑に進みたいと思いますので、よろしく御協力のほど、お願いを申し上げ

ます。 

数点、注意事項を申し上げます。委員会の円滑な運営のため、総括質疑

との重複を避け、質疑についてはまとめて行っていただくものとし、発言

は議題の範囲を超えないようにお願いいたします。また、発言する際には

必ずマイクのボタンを押してから発言していただき、質疑に当たりまして

は、予算書等のぺ－ジ数、質疑の趣旨や内容を明確に御説明いただくよう

お願いいたします。注意事項は、以上であります。 

 

委員長 次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件

については、委員長から御指名申し上げて、御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の杉浦康憲委員を指名いたします。 

 

委員長 ただいまから、予算特別委員会に付託されました案件の審査を行

います。案件は、既にお手元に配付されております議案付託表のとおり、

議案第 26号から議案第 33号までの８議案であります。当委員会の議事は、
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議案付託表の順序により逐次進めてまいりたいと思いますので、これに御

異議はございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、そのようにさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。なお、質疑漏れにつきましては、一般会計の質疑終

了後と特別会計及び企業会計の質疑終了後に、許可することにいたしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。 

なお、休憩中等に、当局の説明員が席を移動する場合がありますので御

了承ください。 

これより、議案付託表の順序により会議を行います。その前に当局から

説明を加えることがあれば、お願いいたします。 

説（総務部） 特にございません。 

委員長 これより質疑に入ります。 

なお、質疑に当たりましては、一般会計は歳入、歳出ともに款ごとに行

ってまいります。特別会計及び企業会計につきましては、議案ごとに歳入、

歳出一括にて質疑を行ってまいりますので、質疑漏れのないように、よろ

しくお願いいたします。 

 

 

《質疑》 

議案第 26 号 平成 29 年度高浜市一般会計予算 

委員長 質疑は、歳入の１款から各款ごとに行ってまいります。 
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〈歳入〉 

１款 市税 

委員長 質疑を行います。 

問（３） それでは歳入、55 ページ、１款、市税なんですけれども、前年

と比較して２億 6,529 万１千円の増ということでございますが、各税目を

今回、なぜこのように算出したのか、説明をいただければと思います。 

答（税務） 当初予算書 60 ページの１款、市税の税目ごとに御説明をさせ

ていただきたいと思います。まず、１款１項１目、個人市民税については

人口増に合わせ納税義務者の増を見込み、約１億３千万円ほどの 4.4％の

増を見込んでございます。 

 ２目、法人市民税につきましては、主要法人５社については直近の決算

短信を基に算出し、残りの法人については業種ごとに対前年の伸び率を勘

案して算出し、68 万１千円の増、0.1％の増を見込んでございます。なお、

平成 28 年度は９月と 12 月で計４億円の増額補正をお願いしてございます

ので、補正後の最終予算と比較しますと３億９千万円ほどの減、37.3％の

減となってございます。 

 続きまして１款２項１目、固定資産税につきましては、平成 30 年度が評

価換えの年となるため、今年度は土地についてはほぼ横ばい、家屋につい

ては市内の工場の新築及び住宅数を考慮し算出しまして、償却資産につき

ましては課税標準額の上位 30 社に対し見込額調査を実施し、調査結果の回

答に基づき算出した結果、対前年度１億 600 万円ほどの増、2.9％の増を見

込んでございます。 

 62 ページの１款３項１目の軽自動車税につきましては、原動機付自転車、

軽自動車等の台数を基に算出し、対前年度 197 台増と見込み、税額として

は対前年度 14 万４千円の増と見込んでございます。 

 以上、いろいろ申し上げましたが、増額の主な税目は個人市民税の約１

億３千万円の増と、固定資産税の約１億円の増が主なものでございまして、

昨今話題になってございます法人市民税につきましては、最終予算と比べ
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れば 37.3％の減と見込んでございます。以上でございます。 

問（３） それでは同じ１款で、当初予算書の 61 ページから 65 ページ、

各税目ごとの徴収率なんですけれども、こちらの徴収率の設定というのは

どのように考えて設定されているのか教えていただければと思います。 

答（税務） 徴収率につきましては、各税目ごとに現年分と滞納繰越分に

分け、それぞれ過去の実績を参考にして設定してございます。 

 平成 29 年度当初予算における徴収率は、予算書の説明欄に記載のとおり

でございますが、予算書 60 ページの１款１項、市民税から 62 ページの１

款５項、都市計画税までの市税現年分の総額の徴収率が 98.9％を想定して

ございまして、平成 28 年度の目標値である 98.8％に対し 0.1％増加させて

ございます。 

 また、滞納繰越分については、現年分と同様に過去の実績等から徴収率

を見込み、市税の滞納繰越分の全体で 24.9％とし、前年度と比べ 1.1％の

増と見込んで計上してございます。以上でございます。 

問（３） これは、歳出のほうで出てくる、国税専門官のほうとも何か兼

ね合いもあるんでしょうか。 

答（税務） 国税専門官のほうにつきましては、総括質疑のときにもお話

させていただきましたが、滞納者の数というものが、実は減ってございま

す。 

 財産がある方については財産処分を進めた結果、残った滞納者の方が、

財産を有しない方が相当数おるであろうと。財産のない方の滞納整理とい

うのは非常に難しいと想定しておりますので、そのときに国税専門官のお

力を借りたい、これが基本的な考え方でございまして、今回の滞納繰越分

の 1.1％の増の中には、そのうちの相当分は見込ませていただいておると、

そういう考え方でございます。 

委員長 ほかに。 

問（15） 今の徴収率の件ですけれども、滞納見込額が 27、28、29 と順調

に減っているわけですけれども、当然その中には不納欠損額による処理も
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あると思いますが、これはもう、順調に回収が行われているというように

考えていいでしょうか。 

それともう１点、63 ページの市たばこ税ですけれども、今回、旧３級品

のたばこ税の税率が２段階に今度分かれておりますけれども、この理由と、

もし銘柄がわかれば教えてください。以上です。 

答（税務） まず、不納欠損処理の関係と滞納繰越分の調定の額の関係で

ございますが、やはりその税法上、不納欠損を安易に行うということは非

常に難しいことで、いわゆる時効及び時効の援用があって、初めて不納欠

損が行えるということになりますので、純粋に今回、滞納額が減ったとい

うことは、財産処分を中心にさせていただいたことによるものでございま

す。 

 ２点目、たばこ税でございますが、これは税法改正の中で旧３級品のた

ばこ、６銘柄。わかばだとかエコー、しんせい、全て申し上げますと、ゴ

ールデンバット、うるま、ヴァイオレットの６品目、これら旧３級品のた

ばこを平成 31 年まで、段階的に引き上げていくという、税法改正の内容で

ございます。そこで２段階にしたというのは、上段の 54 万６千本について

は、平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの分、273 万本につい

ては平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日までのときの税額が適用さ

れるものという形の２段階と表示させていただいております。以上でござ

います。 

問（15） 今、具体的に２種類の銘柄がもしわかればそれぞれ。 

答（税務） ２種類とも同じでございます。この２種類が旧３級品たばこ

という形になりまして、銘柄は同じでございます。 

委員長 ほかに。 

問（５） 同じく徴収率の関係なんですけれども、平成 28 年６月に配布い

ただいたアクションプラン、年度振り返りシート、これによると平成 29

年度については、滞納整理システムの導入により 1,500 万円の収入の増加

を見込むとあります。対前年比較では当初予算だとプラス 400 万円程度だ
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と思うんですけれども、この点についてどう考えているのか。 

答（税務） まず、滞納整理システムの導入でございますが、これが平成

29 年度、基幹システムの入れ替えと重なったことにより、同時に導入する

るとやはりその事務が煩雑になるということで、今回見送ってございます。 

 あと、徴収率の考え方でございますが、今現在、いままでのその債権管

理計画ということで、計画的に徴収率を上げていこうという考え方を持っ

ておるんですが、やはりその、これはどうしてもその滞納繰越分、要は持

っておる債権の中身を見ていくと、やはりそろそろ財産処分という手法は

使えないところにきているんで、徴収率の考え方について見直しを図りた

いと平成 29 年は考えてございます。その中で今検討しているのが、愛知県

下の中の徴収率の中で、ちょうど高浜市が真ん中より若干下になるので、

当面の間はこの真ん中、平均以上を目指していきたいという考え方を持っ

ておりまして、今回、その徴収率に基づいて当初予算を設定しておると、

こういうことでございます。 

問（５） 同じくそのシートによると、平成 29 年度末までに徴収率現年度

分を 98.6、過年度分を 23.9 とありますけれども、この目標に対しどう予

測し、どう対応していくのか教えてください。 

答（税務） 現時点の見込みですが、ほぼほぼ達成できるではないかと考

えてございます。以上でございます。 

意（５） わかりました、自主財源確保に努めてください。よろしくお願

いします。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、１款の質疑を打ち切ります。 
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２款 地方譲与税 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 「議事進行。」と発声するものあり。 

 

委員長 質疑もないようですので、２款の質疑を打ち切ります。 

 

 

３款 利子割交付金 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、３款の質疑を打ち切ります。 

 

 

４款 配当割交付金 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので４款の質疑を打ち切ります。 

 

 

５款 株式等譲渡所得割交付金 

委員長 質疑を行います。 
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 「議事進行。」と発声するものあり。 

 

委員長 質疑もないようですので、５款の質疑を打ち切ります。 

 

 

６款 地方消費税交付金 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、６款の質疑を打ち切ります。 

 

 

７款 自動車取得税交付金 

委員長 質疑を行います。 

 

 「議事進行。」と発声するものあり。 

 

委員長 質疑もないようですので、７款の質疑を打ち切ります。 

 

 

８款 地方特例交付金 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、８款の質疑を打ち切ります。 
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９款 地方交付税 

委員長 質疑を行います。 

問（３） 今年度、特別交付税が１億円以上減額されている、その理由を

教えていただければと思います。 

答（財務） 特別交付税の減額につきましては、特別交付税と申しますの

は、普通交付税の算定に反映することができなかった具体的な事情を考慮

して、特別に交付されるというものでございまして、具体的に申しますと

災害等に関する経費や、国の施策等により特別に手当される、例えば定住

自立圏構想の推進に要する経費などがあります。 

 不交付団体におきましては、災害等に要する経費につきましては全額算

入されますけれども、普通交付税算定上の超過額、いわゆる基準財政収入

額が基準財政需要額を超える額、これにつきましては定住自立圏構想等の

推進に関する経費などについては、差し引かれて交付されるということで、

１億円を超す財源超過額が見込まれておりますので、ほとんど特別交付税

は見込めないということで 1,500 万円の計上といたしたところでございま

す。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、９款の質疑を打ち切ります。 

 

 

10 款 交通安全対策特別交付金 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 
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委員長 質疑もないようですので、10 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

11 款 分担金及び負担金 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、11 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

12 款 使用料及び手数料 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、12 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

13 款 国庫支出金 

委員長 質疑を行います。 

問（15） 73 ページの国庫支出金の負担金の、生活保護費負担金の中で今

回、前年度 28 年度より生活扶助費負担金が約 2,100 万円これ減額になって

おります。今のこの減額の理由と、それから今の生活保護の状況をお願い

いたします。 

答（地域福祉） 今回、歳入のほうで生活扶助費のほうを減額をさせてい

ただきました要因といたしましては、平成 28 年度の当初予算ベースですが、
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計算するに当たりまして 134 世帯、197 人の方を生活扶助の対象であると

いうことで算出、計上させていただきました。 

 平成 29 年度におきましては 129 世帯、193 人ということで、予算を計上

したベースでは、平成 29 年度のほうが下回るということで今回、減額のほ

うをさせていただいております。 

 今の生活保護の状況につきましては、実は伸びておると、人数のほうは

増加しておるというような状況にございます。平成 28 年度の当初予算の計

上に当たりましては、少し多めに予算計上させていただいておるというと

ころで、予算ベースにおきましては、生活扶助費のほうは減額というふう

になっています。 

問（15） もう１点、そのすぐ下の欄にありますけれども、医療扶助費が

今度、逆にこれは平成 29 年度のほうが 1,200 万円ばかりふえております。

単純に考えると生活扶助費のほうが減れば、医療扶助のほうも単純に減る

んじゃないかと思うんですけれども、そこら辺のちょっと理由を教えてく

ださい。 

答（地域福祉） 医療扶助費のほうにつきましては、実は高額の医療を要

する方がふえておるというところで、平成 28 年度も保護費のほうの増額の

補正をさせていただきました。高額の医療を要する方がふえたということ

で今回、増額とさせていただいております。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、13 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

14 款 県支出金 

委員長 質疑を行います。 
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 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、14 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

15 款 財産収入 

委員長 質疑を行います。 

問（５） 予算書の 80 ページ、15 款１項１目、高浜エコハウス貸付収入、

50 万８千円の算定根拠を教えてください。 

答（市民生活） ５番委員からは、先の平成 28 年６月 23 日に開催されま

した公共施設あり方検討特別委員会において、高浜市エコハウスに移転し

ます商工会からはきちんと市場価格の家賃を徴収すべきとの御意見をいた

だいております。 

それを踏まえまして今回、高浜エコハウスの貸付収入の算定をしており

ます。基本的には市のルールに基づいて行っておるところでございまして、

他施設や他団体と賃貸借契約をする場合と同じ設定となっており、市のル

ールというのが建物の評価額、土地の課税標準額の 100 分の４、それぞれ

足した額となっております。 

意（５） 適正化価格であるということを市民の皆さんに、しっかりと示

せるようにしておいていただくことを指摘しておきますので、よろしくお

願いします。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、15 款の質疑を打ち切ります。 
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16 款 寄附金 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、16 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

17 款 繰入金 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、17 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

18 款 繰越金 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、18 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

19 款 諸収入 

委員長 質疑を行います。 

問（11） 87 ページの雑入の、広告料収入ですけれども、これはどんなも



 18 

のが含まれるでしょうか。 

答（行政） ただいまの広告料収入ということで、まずは行政グループの

ほうの広告料収入のお答えをさせていただきます。 

 この広告料収入につきましては、自治体の案内図の広告料が入ってござ

います。これは１階に入っていただきますと、すぐ右側、風除室のところ

にあります、そちらのほうの案内図のほうの広告料となってございます。

これは本来であれば事業者のほうの収入となるところでございますけれど

も、事業者のほうの承諾をいただきまして、市の収入にさせていただいた

というところでございます。 

 それとあと、公用車の広告料収入といったところがございます。以上で

す。 

答（総合政策 主幹） 広告料収入ですが、総合政策グループでも計上し

ておりまして、総合政策グループとしましては、広報たかはまへの有料広

告の掲載料及びホームページへのバナー広告の掲載料に係る広告料収入を

計上しております。 

意（11） 私、平成 28 年度の要望書でも総務部のところに、封筒に企業広

告を載せるなど、広告収入等の新たな自主財源の確保に努めることと要望

しておりまして、高松市では封筒に企業広告などを載せているとか、近隣

市では住民票の封筒に企業広告を載せているというようなことをしており

ます。 

 大きなことでいうとネーミングライツとか、グランド名に企業名を使っ

ていただくとか、例えば名古屋市ではレインボーホールが日本ガイシとか

という例がありますので、高浜市でもその広告料収入に対する自主財源を

もっと活発にやっていただきたいなと思っております。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 
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委員長 質疑もないようですので、19 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

20 款 市債 

委員長 質疑を行います。 

問（３） 91 ページの中央公民館解体事業ですけれども、１億 1,900 万円

なんですけれども、工事費が１億 3,200 万円なんですけれども、今回９割

の起債となっている理由というのは、国の制度変更なのか、そこら辺を教

えていただければと思います。 

答（財務） 中央公民館取り壊しについては９割の起債ということで、国

のほうで除却については従来よりちょっと率を引き上げまして、９割の充

当が認められるということで、最大限活用するということで、このように

１億 1,900 万円の起債を計上するということになっています。 

委員長 ほかに。 

 

委員長 質疑もないようですので、20 款の質疑を打ち切ります。 

 以上で、歳入についての質疑を打ち切ります。 

 引き続き、次に歳出の１款から順次質疑を行います。 

 

 

〈歳出〉 

１款  議会費 

委員長 質疑を行います。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、１款の質疑を打ち切ります 
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２款 総務費 

委員長 質疑を行います。 

問（３） 予算書の 103 ページ、広報広聴活動費、広報原稿準備委託料、

こちら今回計上されていないということ、印刷製本費が昨年と比べて安い

というのはなんなのか教えていただきたいと思います。 

答（総合政策） 予算書の 103 ページ、２款１項８目、広報広聴事業の広

報原稿準備委託料の減と、印刷製本費の減の御質問でございますが、こち

ら、総括質疑で 12 番議員に回答済みで、重複することを御了承ください。 

 市の厳しい財政状況に鑑みまして、広報たかはまの発行につきまして現

在の掲載量、内容を見直した結果、広報原稿準備委託料を削除するととも

に、平成 27 年度広報のページ数、平均 28 ページを 20 ページ以下に変更し

たことによりまして、印刷製本費を 191 万７千円減額するものでございま

す。 

問（３） またかぶっていたら申しわけないですけれども、その 20 ページ

以下にした理由。 

答（総合政策） 広報発行の見直しの具体的な、なぜ 20 ページというとこ

ろでございますが、そもそも広報紙の目的でございます本当に必要な情報

が市民に適切に正しく提供されているか、そういうところの原点に立ち返

りまして検討いたしたものでございます。広報たかはまのページ数を原則

20 ページ以内としまして、同じ内容を繰り返し掲載していないか、また、

ホームページやフェイスブックを活用できないかと、そういったことの見

直しの方針を各グループの広報主任者へ通知をいたしたところでございま

す。今後は広報主任者と総合政策グループの職員によりまして、必要な情

報を市民にわかりやすく伝えるような広報となるようにリニューアルのほ

うをさせていただきたいと思っております。 

問（３） これは、例えばどこかの市がやっている広報活動だとかそうい

うのを参考にして考えて進めているものなのか、今回、検証していくため
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にやっていくものなのか、ページ数を減らしてフェイスブックやホームペ

ージを活用していった中で、どれだけ市民の方にこう、例えば情報がしっ

かり伝わっているというのを、またどこかで調べていくというか調査をし

ていくものなのか、そこら辺を教えていただきたいと思います。 

答（総合政策） どこかの市を参考にしているかという御質問でございま

すが、特にこの市を参考にしているところはございませんけれども、いろ

んな全国の広報紙ございますので、そういったところのいいところをぜひ

学んで、高浜市の広報として使えるところは使っていきたいというふうに

考えております。 

 市民に伝わっているかの調査というところですけれども、こちらのほう

につきましても本当に市民の方に伝わっているか、具体的なアンケートを

とるわけではないですけれども、しっかり今回の別冊の公共施設の広報も

ございます。いろんな形で市民の反応をいただきながら、市民にとって本

当に適切な情報が伝わるような広報の作成に尽力してまいりたいと思って

おります。 

委員長 ほかに。 

問（１） 107 ページの１項、総務管理費の中で、５で市役所本庁舎整備

事業というのがありますが、ここにちょっとかかわってくるのかどうかわ

からないですけれども、旧庁舎がなかなか取り壊しが終わっていないとい

うか始まっていないと思うんですが、そちら辺の進み具合と、あとそれが

取り壊しのほうが始まると、きょうでもそうだっんですけれども駐車場、

市民の方々の駐車場というのがさらに減ると思うんですが、その辺の確保

等はどう考えているのか教えていただければと思います。 

答（行政 主幹） 解体につきましては、議会にも御報告させていただい

ておりますけれども、外壁にアスベストがあるということで、事業者さん

との協議がまだ終了しておりませんので、それが終わり次第、また、御報

告ということになっていくと思います。 

 それから、市民の方の現在の駐車場なんですけれども、当然解体が始ま
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りますと、今南側に 30 台ぐらい駐車場で、狭くて御迷惑はおかけしていま

す。一時使えない時期もございますので、今回、誘導員の予算計上させて

いただいていますが、現在、旧シオンの踏切を超えたところで駐車場をお

借りして、それ以外の貸駐車を少しお借りさせていただいて、そこに公用

車を置かせていただいて、旧シオンも市民の方に駐車場として利用してい

ただくような形で考えております。 

委員長 ほかに。  

問（11） ＩＣＴ化の推進はどのようになっているでしょうか。97 ページ

の電子複写機借上料とありますけれども、ＩＣＴ化の推進はどのようにな

っていますでしょうか。 

答（行政） 電子複写機の借上料を今回お願いする中で、今までのコピー

機ですと、通常のそのコピーをするというような機能になっておるんです

けれども、今回考えておるのは、ＰＤＦ化じゃないですけれども、そうい

ったデータ化ができるような、スキャナー機能を盛り込んだような複写機

といったものを考えているというところでございます。 

問（11） 先ほど広報の別冊のお話が出ておりましたが、あれ１ページご

とＰＤＦをダウンロードしないと見れないような形になっています。この

ＩＣＴ化が進んで、丸ごとダウンロードできて、ページがめくれるように

見れたほうが、きっと市民の方にも優しいと思いますので、進めていって

ほしいと思っています。 

答（総合政策） ＰＤＦ化、今の公式ホームページのほうで１ページずつ

のダウンロードができますが、なるべく負担にならないようにページを分

けて掲載をさせていただいておりますけれども、利便性を考えて、まとめ

た一括のダウンロードの方針も考えていきたいと思います。 

問（11） よろしくお願いしたいと思います。 

 引き続き 103 ページの職員の研修事業でありますけれども、職員の若年

化が進んでいると見受けられますが、どのような工夫をしていらっしゃる

のでしょうか。 
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答（人事） 採用１年目の職員を対象に、若手職員成長支援研修というも

のを実施しておりまして、接遇ですとか、あと自治基本条例や財務の話、

また、情報セキュリティや健康管理の研修を行ったほか、平成 27 年度に高

浜地域経営実践塾の集大成として作成した、職員と地域の関わり方にまつ

わるＱ＆Ａ、これを作成したんですが、これを活用した研修を実施して、

宅老所への訪問や小学校への出前授業などの実践に繋げております。 

 また、まちづくり協議会の特派員の制度について、今後ちょっと見直し

を図っていく中で、これも若手職員を対象にした研修と位置付けていくた

めに、その中でもそういった、先ほど申し上げたＱ＆Ａ等を活用した研修

を実施をしております。 

平成 29 年度以降も今申し上げたＱ＆Ａ等を有効活用しながら、若手職員

の成長支援に繋げていきたいと考えております。 

意（11） Ｑ＆Ａを見せていただきましたけれども、とてもその地域との

関わり方ですとか、仕事と自分のプライベートのバランスですとか、今問

題になっているワークライフバランスとかをすごく尊重して書いてあると

思いますので、ぜひ活用して若手の職員の方を大事に育てていっていただ

きたいと思います。 

問（15） 101 ページの市民表彰事業ですけれども、今回、先回までと違

うと思うんですが、今回委託料になっておりますけれども、今回これ、な

ぜ委託になったのか、また、もし委託先がわかれば。 

 それから、これ委託料としては 18 万７千円発生していますけれども、今

までどおりでこれできないかという点と、それから今後委託になることに

よって、例えば開催の曜日が変わることがあり得るのか、その点をお願い

いたします。 

答（人事） 委託料を計上した理由でございますが、実はこれまで市民表

彰式の式典について、参加された方ですとか表彰審査委員の方々から、ち

ょっと式典について改善をしたほうがいいんじゃないかというような意見

をいただいておりました。これはやはり現行の式典が参加される方々にと
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って満足のいくものとなっていないのかなと、こういうことを感じており

ます。 

 このままでは、出席される方の減少ということも大変危惧されるもので

すから、そういうことがないように、また、これまでいきいき広場で開催

をしておりましたが、いきいき広場の再編等もありまして、なかなか今後

いきいき広場での開催が難しいということもありまして、この平成 29 年度

からはかわら美術館に会場を変更し、式典についての設営や運営などを業

者に委託することで、市政功労者等を表彰するに値する式典に変えていき

たいというふうに考えております。 

そのための費用として、新規でこの市民表彰式業務委託料 18 万７千円を

計上させていただきました。委託先については、まだ決定をしておりませ

んので、年度が明けてから決定をしていきたいということと、あと今まで

どおりできないかということなんですが、先ほど申し上げたように、やは

りちょっと改善というようなことも意見を受けておりますので、できれば

委託料を計上して、今後さらに魅力のある式典に変えていきたいというこ

とを考えております。 

あと開催日につきましても、原則、市制施行の日 12 月１日というふうに

しておりますが、今後、かわら美術館で開催するということもございます

ので、特別展とかそういうこと等も踏まえながら、変更する可能性もある

というふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

問（15） 今、改善点がいろいろ挙がったとありますけれども、具体的に

どういった改善点が挙がりましたでしょうか。 

答（人事） 実際にちょっと式典として、市政功労者を表彰する式典とし

てみすぼらしいんではないかとか、そういったような御意見をいただいて

おりますので、よろしくお願いします。 

問（15） 次に 121 ページ、主要新規の№２のコンビニの発行ですけれど

も、今後コンビニでいろんな証明書が発行される予定ですけれども、これ

は実際にはどういった書類という、証明書が発行されるのか。 
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 それから２点目として、例えばいろんな住民票とかありますけれども、

この発行手数料には、これは従来どおり市の窓口としての払う発行手数料

とこれ変更がないのか。 

 それから３点目としては、コンビニはどのコンビニを予定しているのか。

もう全てのコンビニなのか。 

 それから４点目が、今マイナンバーカードの普及率は現時点で何％にな

っておるのか。平成 29 年 10 月までには７％をこれ目標がありますけれど

も、現時点ではこれ何％が発行されておるのか。 

 それから、こういったコンビニで証明書を発行される場合は、これ最低

何％の発行がされていなければならないというような、こういった問題は

あるでしょうか。 

 最後の質問ですけれども、例えば高齢者、また、病気の人がおった場合

は、これはマイナンバーカードを持っていけば、代理でもこれはコンビニ

で発行してもらえるのでしょうか。以上ですけれども。 

答（市民窓口） まず、コンビニのほうで発行できる証明書のほうですけ

れども、こちら一般質問のほうでもお答えさせていただきましたけれども、

今、住民票、それから印鑑登録証明書、住民票記載事項証明書、所得証明

書、それから課税証明書の５種類のほうを予定しております。 

 それとコンビニ手数料のほうなんですけれども、今現行私どもの市の窓

口のほうで徴収している手数料のほう、これをこのままコンビニのほうも

手数料という形で支払ってというか、徴収させていただきたいと思ってお

ります。 

 それとコンビニなんですけれども、今大手のコンビニ全て行えるように

なっております。セブンイレブンだとかあとファミリーマートとか、そう

いったところ、市内にあるコンビニのほうを計画しております。 

 それとマイナンバーの発行のほうなんですけれども、現在、３月１日に

なりますけれども、今 2,930 枚、こちらのほうが発行されておりまして、

人口比率でいいますと約 6.2％、こちらの方たちが今お手元にマイナンバ



 26 

ーカードを持っているという状態です。 

あと、コンビ二の発行のほうでマイナンバーカードが何％ぐらいいけば

いいのかということなんですけれども、主要新規の事業のほうでもうたわ

せていただいておりますけれども、この平成 29 年末までには 10％を目指

したいなというふうに考えております。 

あと、高齢者とか病気の方が代理でコンビニ発行できるかということな

んですけれども、これにつきましてはできませんという形でお答えさせて

いただきたいと思います。以上です。 

問（15） コンビニのほうのこれ手数料は、どのような手続きで実際の金

額は払われるのしょう。 

答（市民窓口） コンビニのほうなんですけれども、実際コンビニのほう

の委託料という形で、市のほうから１通につき 115 円という形でお支払い

をしなくてはいけません。これにつきましては、市民の皆さんというかコ

ンビニを利用される方は、コンビニのキヨスクのほうに住民票でいいます

と 200 円お支払いをされるわけなんですね、そのあとコンビニのほうは、

その１カ月なら１カ月の間、その件数に対して金額がいくらであったかと

いうことに対してＪ－ＬＩＳ、こちらのほうに支払のほうの請求をされる

わけなんです。そうしますとＪ－ＬＩＳは、私どもに１カ月これだけの金

額がかかったから払ってくださいという形で連絡がまいりますので、私ど

もとしてはそちらに金額をお支払いするような形になっております。以上

です。 

意（15） コンビニのほうでも、例えばこれは基本料金とはこれは別で、

あくまでも 1 件について 115 円、例えば基本料金は、これはない、これは。 

答（市民窓口） コンビニのほうで皆さんが御利用されたことに対しまし

て、１件につき 115 円という形になっております。 

委員長 ほかに。 

問（１） 111 ページの総務費の、14 目の総合住民情報管理事業、ここに

かかっておるのかと思うんですけれども、新庁舎に移転しまして窓口のシ



 27 

ステムが一新されたと思います。それが当初１月からちょっと遅れて４月

から、また新システムのほうが始まるというふうに聞いていますが、現状

はどうなっているのか教えていただければと思います。 

委員長 答弁を求めます。 

答（総合政策） ４月３日から総合窓口システムが、新たに開始をされま

す。実際に来庁者の方が窓口にお越しになられますと、タブレット端末を

利用して住所と名前の入力をされます。そうしますと申請書が直接記入を

しなくても、直接出てくるような仕組みだとか。 

 庁舎に来られる方の大半の方は、証明書の発行の要望でこられます。で

すので、そういった証明書発行窓口といった専用窓口を設けまして、所得

証明書ですとか住民票だとか、そういった証明書が必要な方は、その証明

書発行窓口に直接行っていただくことによって、待ち時間を短縮する、そ

ういったような取り組みを考えております。 

問（１） 今の話だと４月３日からうまく進んでいくという予定で、理解

してよろしいんでしょうか。 

答（総合政策） ４月１日、２日、土日になるんですけれども、そこを土

日開庁を閉庁させていただきまして、そこでシステムを入れ替えまして、

４月３日に市民の方に利用いただけるように準備をさせていただいており

ます。 

問（１） ぜひとも、新しいシステムのほうを上手に進めるようにお願い

したいと思います。 

 もう１点、主要新規の５ページ、防災活動事業の防災備蓄倉庫の設置な

んですが、ちょっとこれ前も聞いたから、聞いておったら申しわけないで

すけれども、この防災備蓄倉庫というのは何が入っているのか、主なもの

でよろしいんですけれども、教えていただければと思います。 

答（都市防災） 学校に設置をしております防災倉庫の資機材の関係でご

ざいますが、主なものを申し上げます。ブルーシートですとか、体育館に

使いますパーテーション、あと畳マット、ランタン、それからカセットコ
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ンロ、浄水装置、それから発電機、それからエコロジーの食器関係、あと

組立トイレ、トイレットペーパー、し尿処理剤等が入っております。以上

でございます。 

問（１） 発電機等というものが入っていると聞いたんですが、いろんな

災害で皆さん結構、いつも問題になっているのが、今、携帯やスマホとい

うのがもう生活必需品というか、もうなくてはならないものになっている

と思うので、そういったものに、発電機につなげられるようになっている

のかなというのと、あとこの倉庫というのは、市が管理していると思うん

ですが、誰がこれというのは開けたりするのかというのも教えていただけ

ればと思います。 

答（都市防災） 最初の御質問のスマホ等への充電の部分でございますが、

発電機を使ってできないことはないですが、優先順位といたしましては、

避難所を運営するための照明器具ですとか、そういった部分にまずは優先

的に使っていきたいというふうに考えております。 

 それから、管理の部分でございますが、現在進めております設置済みの

防災倉庫につきましては、設置が完了した段階で学校さんですとか、あと

地域のまち協さんのほうにも鍵をお渡しして、管理のほうをお願いしてい

る状況でございます。 

 また、今年度設置しました吉浜小学校につきましては、資機材の移動の

際には、まち協の方にも一緒になって手伝っていただきまして、一緒にな

って中身の確認を行っているところでございます。以上でございます。 

問（１） 確かに大災害が起きたときに、誰が開けられるかというのはわ

からないと困るんで、いろんな方にお渡しして、できたらその倉庫にでも、

これは誰が開けられますよみたいなことを書いてあると、いざというとき

にも使えるのかなと思います。 

 あと、この予定だと平成 29 年度の３学校で終わると思うんですけれども、

これで終わりなのか、そのあとまだ考えているのか、あれば教えていただ

ければと思います。 
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答（都市防災） 平成 29 年度に予定をしております３小中学校をもちまし

て、市内の小中学校については、全て終わりという形になります。現状で

すと来年度をもって、終了という予定をしておりますので、よろしくお願

いいたします。 

委員長 ほかに。 

答（市民窓口） 先ほど 15 番委員の御質問の中で１つ答弁漏れをしており

ましたので、そちらのほうをお答えさせていただきたいと思います。コン

ビニ発行で最低の枚数の制限があるのかという御質問だったかと思います

が、こちらにつきましては枚数の制限はございませんので、よろしくお願

いしたいと思います。 

委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前 11 時１分 

再開 午前 11 時 10 分 

 

 

委員長 時間になりましたので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２款、総務費の質疑を続けます。 

問（３） 主要新規の７ページの土地・家屋台帳履歴管理システム構築業

務委託で新規なんですけれども、内容等は背景だとか目的を見ていくとよ

くわかるんですけれども、法務局等で電子データ化というのはかなり前に

済んでいたんですけれども、今回、高浜市でこの新規で上ってくると、近

隣も含めてそういう形なのか、ちょっと教えていただければと思います。 

答（税務） まず、近隣市の状況でございますが、近隣市のほうにつきま

しては、まだ検討段階でございまして、今回、高浜が早いほうでございま

す。  

あと中身につきましては、おっしゃるとおり登記情報については、法務

局のほうは電子化しておるわけなんですが、現在、高浜市においては紙に
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よりそれを管理をしてございまして、その紙が問題でございまして、その

紙が明治、大正からの和紙で引き継がれているものが多く、劣化が著しい

ものが散見されるような状況でございます。 

また、年間５千件ほどの登記情報の追記というのがございまして、登記

所から入手した電子データ、ここで電子データをいただけるんですが、電

子データをプリントアウトし、手書きで台帳に転記しており、事務管理上、

非効率な状況となっておるということ。さらに年間 500 件ほどでございま

すが、閲覧申請についても慎重な台帳の取り扱いを申請者にお願いをして

おり、御不便をおかけしているのが現状でございます。これらの課題を解

決するために、紙媒体により保管されている登記情報を電子化し、情報の

適切な管理を行うとともに、電子化による情報の検索が容易になることか

ら、閲覧者の利便性の向上、登記所からの追記のデータを直接システムに

取り込むことによる事務改善を図るものでございます。以上でございます。 

問（３） 事業実施スケジュールを見ますと、運用開始が平成 29 年の 12

月ということなんですけれども、目標設定の達成時期は平成 30 年３月とい

うふうになっているんですけれども、この差というのは何の差なのか。 

答（税務） スケジュールの関係でございますが、このシステムの導入に

は、実は非常にアナログな作業でございまして、紙のものを電子化、イメ

ージとしては写真を撮っていくという作業なんです。従いまして時間がか

かるという内容でございまして、一旦その写真を撮ったあとに、その記載

された内容は電子情報となりますので、写真を撮って現物をＰＤＦ化とは

ちょっと若干違うんですが、写真としてのデータと、あとはそこに書かれ

ている内容を電子データにするというような内容がこのものになりますの

で、これぐらいの期間が必要になるということでございます。 

委員長 ほかに。 

問（３） これ運用開始が 12 月だけれど、終わるのが３月ぐらいというこ

とですか。 

答（税務） 運用開始が 12 月ということに対して、達成時期は平成 30 年
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３月ということでございますが、12 月のシステム導入後に新しい追記情報

というものが入ってまいりますので、運用開始というのがその 12 月の時点

から電子データを取り込む作業を開始していくということになります。 

委員長 ほかに。 

問（15） 予算書の 119 ページ、主要新規の５ページの国税専門官賃金の

件ですけれども、主要新規事業の必要性、背景を見ますと、３行目の滞納

整理機構が今後も継続していく可能性は不透明なため、機構へ依存しなく

ともとありますけれども、まず今この滞納整理機構は、どういったような

状況か教えていただきたいのと、それからこの事業費が、この新規事業の

ほうには 426 万３千円が計上されておりますけれども、予算書のほうは、

これは多分臨時職員賃金で 529 万２千円とありますけれども、これはほか

に何か含まれているのでしょうか。以上２点だけ。 

答（税務） まず 119 ページの臨時職員の賃金の内訳でございますが、529

万２千円の内訳が、まず国税のＯＢの方の部分が 365 万円ほどで、あと、

実は産休代替職員の臨時職員賃金が残りの部分で二人分計上されてござい

ます。 

続きまして、滞納整理機構でございますが、滞納整理機構につきまして

は、おおむね今後３年、また延長するというようなお返事をいただいてお

りますので、滞納整理機構につきましては、こちらは引き続きそのまま継

続をしていくような形で予算を計上させていただいております。以上でご

ざいます。 

委員長 ほかに。 

問（３） 僕も同じところなんですけれども、今回、目的を見ていきます

と滞納整理機構経験職員と連携してという部分で、収納担当全体のスキル

アップを図るということで、事業内容のほうも滞納整理担当兼アドバイザ

ーとして徴収率と収納担当全体のスキルアップを図るという形で、ちょっ

と御説明のほうで前、週３フルタイムで職員が１名ついてということなん

ですけれども、この職員全体のスキルアップというのは、どういうふうに
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実際に行っていくのかという部分で、２名職員がいてということなんです

けれども、１名の方に例えば市の職員が１人ついてだとか、どういうふう

にこう全体のその職員のスキルアップを図っていくのかというのが、ちょ

っと具体的に教えていただければ。 

答（税務） まず、その今申し上げた臨時職員２名というのは、１名は産

休代替職員で徴収担当ですが、結局はそれは今回の追加で雇用するわけで

はなくて、いわゆるその追加で来ていただく部分については国税の方、Ｏ

Ｂの方になりますので、その点が一つ。 

あと、おそらくその西三河滞納整理機構の関係と、あとは今回の国税Ｏ

Ｂの方について、どのような活用方法を考えてみえるのか、それによって

職員がどのようなスキルアップを目指すのかと、このような御質問かと思

いますが、実際、役割分担につきましては、いずれも滞納整理機構、国税

専門官の方についても、いずれも高額滞納者の方の対応を想定してござい

ます。 

滞納整理機構のほうについても職員を派遣しておりますので、そこで滞

納整理のノウハウを吸収する。国税ＯＢの方も市に来ていただいて、その

ノウハウを吸収する。いずれも目的は同じなんですが、ここで大きな違い

が、滞納整理機構については財産のある方の滞納整理を基本と考えており

ます。つまり、財産処分のノウハウを吸収してもらうのが滞納整理機構。

逆に財産のない方に対して、例えば給与所得者であれば給料の差し押さえ、

生命保険の差し押さえといったような内容のもの。これが国税ＯＢの方の

ノウハウを活用させていただいて、徴収職員がそういった財産がない方に

ついてどのような滞納整理を行うのか、こういうような形でスキルアップ

を図ってまいりたいと、このように考えております。 

委員長 ほかに。 

問（５） まず、全体的な話で、予算編成において経常経費の削減１億円

を掲げ、編成作業を進めてきたということでありましたが、具体的にはど

のような経常経費を削減したのか、わかりやすくお示しください。 
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答（財務） 経常経費の削減ということでございますが、まず、長期財政

計画に掲げている事業の見直し、見直し時期の前倒しとか指定管理料等の

施設管理料の見直し、補助金・交付金の削減、その他、先ほどの広報のよ

うな見直し。さらに、これまで５年間の実績を踏まえた予算編成としまし

たので、そういう不用額があまり出ないような見直しということで１億５

千万円ぐらいの見直しを図っております。 

問（５） １億５千万円削減をしたということでありますけれども、具体

的に目に見えてわからない。どういった経費を削減したのかというのが具

体的に見えないわけですので、その辺せっかくそういった努力をしたわけ

ですから、市民の皆さんにもしっかりと見える形で示していったほうが、

私はいいと思います。 

次に、予算書 102 ページ、２款１項８目の事業１の広報広聴事業の広報

原稿準備業務委託料約 175 万円が、今回の当初予算でようやく廃止されま

した。これは、私が今まで再三してきた委託料でありますので、実行して

いただいたことに感謝しますが、今回はなぜ、これまで割り付けできる業

者がいないということで改善できていなかったんですけれども、これが今

回なぜ改善できたのか、その点をお示しください。 

答（総合政策） これまで広報準備委託料ということで、主な作業が割り

付け作業だとかホームページのＨＴＭＬ変換という作業を委託をさせてい

ただいておったわけですけれども、今回、平均ページ数をこれまで 28 ペー

ジから 20 ページに引き下げたというところもございます。 

あとホームページだとかフェイスブック、こういったものを活用できな

いかと。本当に市民に正しい情報が提供されているかというところを見直

した結果、そういった準備委託料も削除して内部の職員で全て賄うような

形に変更したものでございます。 

問（５） それは、今まで指摘を私もしてきたことなので、これが改善さ

れたことに評価はしますけれども、これに限らず日々改善していっていた

だくよう要望しておきます。 
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次に本庁舎整備事業の関係なんですけれども、予算書の 106 ページ、２

款１項 11 目、事業５の市役所本庁舎整備事業の市庁舎備品引越業務委託料

と市庁舎駐車場誘導業務委託料について、委託内容を教えてください。 

答（行政 主幹） 引越業務につきましては、現在、旧保健センターにあ

る荷物を現在の地下公用車駐車場を改修しまして、本体工事に入っていま

すが、そこに倉庫等をつくりますので、そこに移す費用でございます。 

駐車場の借上料ということでよろしかったでしょうか。 

問（５） 誘導業務委託。 

答（行政 主幹） 臨時駐車場の誘導業務委託でございますけれども、こ

れにつきましては、昨期、本庁舎を整備しているときには、工事車両がが

南からの出入りで、保安員さんを置いておったことから、それを市が無理

を言いまして、少し東側で誘導していただくことにより、駐車場の出入り

の誘導もお願いしておったところでございます。一期工事が終わりまして、

二期工事の解体工事は北側のほうからの工事車両の搬出になりますので、

事業者は南側では誘導員の配置ができないということで、二期工中は、南

側に保安院がいますので、入り口のところで 30 台ぐらいしか停まることが

できないということと、それから時期によっては駐車場がなくなってしま

いますので、臨時駐車場へ誘導するということで、誘導員の予算を計上さ

せていただいております。 

問（５） 今の答弁を聞くと、備品の引越しに関しても誘導員に関しても

事前に予測できたことなんだろうと私は思うんですけれども、本庁舎整備

事業の契約書を見ると、内訳に引越し費５千万円、備品設置費５千万円な

ど書いてあるんですけれども、こういったのに含まれないのか、その含ま

れない根拠を教えてください。 

答（行政 主幹） 引越しにつきましては、旧庁舎から本庁舎へ引っ越す

分ということで、事業契約をさせていただきましたので、旧保健センター

からの移動分については計上がなかったということでございます。 

それから備品購入費につきましては、要求水準等に入っているものに関
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しましては、議場の椅子と机が主なものでございまして、会議室棟では既

存庁舎のものを利用しても、必要となりました不足分を計上させていただ

いております。 

問（５） 例えば駐車場前の誘導なんですけれども、本庁舎整備事業の契

約書によると、第 11 条において、乙大和リースは、整備解体の期間中の来

庁者や職員等の安全、利便性、バリアフリー、業務の効率性を確保するも

のとございます、第 10 条第５項には、乙大和リースは、自己の責任と費用

において事業用地における安全管理及び警備等を行うものとあるので、解

釈によっては駐車場の誘導費とかは、大和リースに負担していただくこと

も考えられると思うんですけれども、この辺の見解はいかがでしょうか。 

答（行政 主幹） その辺のところは、おっしゃられることもわかりまし

て、第一期工事のときには、やはり入口のところを誘導させていただいて、

誘導につきましては、お願いをしておったところです。 

二期工事につきましては、やはり工事自体は工事の出入りの安全が優先

となりますので、南側の出入り口の中で誘導するというところは、今回予

算の計上をさせていただいております。 

それと臨時駐車場のほうも当然、誘導員がいないと、そちらのほうに案

内された方が入れない場合も考えられますので、南側の 30 台ぐらいの駐車

場が使えないときには、臨時の駐車場のほうにも誘導員のほうを立ってい

ただいて誘導するようなことを考えております。 

問（５） その辺の契約内容について、客観的にそれが妥当だということ

の見解は得ているのかということと、その辺りしっかり相手業者と交渉し

たのかというような記録というのは、あるのかないのか。 

答（行政 主幹） 記録自体は、特に申しわけございません、とってはご

ざいませんけれども、定例打合せの中で、誘導員についてやっていただけ

るかどうかということは、協議をしております。 

問（５） あとあとそういったことを検証したりとか、そういって振り返

ることもあると思うので、その辺の記録とか交渉記録、しっかりと残して
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おくよう指摘をしておきます。 

次に予算書の 116 ページ、２款１項 20 目の事業２の、社会福祉費支給事

業等補助金返還金で、高浜エコハウス国庫返還金 141 万円、計上されてい

ますけれども、この理由についてお伺いします。 

答（介護保険・障がい） 返還金の計上の理由ということでございますが、

商工会がエコハウスに移転するということで、本来の目的にはない使用を

することから、その面積、貸付期間に応じて国のルールに従いまして補助

金の一部を返納するものでございます。 

答（市民生活） ちょっと補足をさせていただきます。今回の返還金につ

いてでございますが、この返還金につきましては、先ほど５番委員の御質

問にありました歳入の 81 ページ、高浜エコハウス貸付収入と連動いたして

おる部分がございます。 

まず、返還に至る経緯について御説明をさせていただきます。平成 27

年 12 月８日に東海北陸厚生局に高浜エコハウスへ商工会が移転するに当

たり、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の財産処分の手続きが必

要かどうかを確認をさせていただいたところ、施設管理の一環としての使

用であれば手続きの必要はないとの回答を受けております。 

その後、歳入の確保の一環といたしたまして、商工会が使用する部分を

有償にて貸し付ける場合につきまして、同じく東海北陸厚生局へ確認をい

たしております。施設の有効活用の一環として、改修工事や模様替え等を

行った上で、高浜市商工会が事務所や相談室などを使用することは、本来

目的であります介護予防事業に支障をきたさず、無償での使用であれば財

産処分の手続きは不要でありますが、有償での使用となると、財産処分の

手続きが必要となり、目的外使用に係る一部の返還が必要であるとの回答

でございました。 

このようなことから今回の返還金につきましては、高浜エコハウスに移

転します商工会と市有財産の有償貸付契約により、有償貸付けを行うこと

に伴い、有償貸付けの面積部分 127.87 平方メートルに対する財産処分目的
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外使用に係る返還が生ずるもので、期間につきましては、平成 29 年度から

平成 33 年度までの５年間分の返還金額でございます。以上でございます。 

問（５） 平成 28 年６月の議会審議のときには、そういったことはわかっ

ていたことだろうと思うんですけれども、これがなぜ突然、この当初予算

で計上されたのか、その辺を教えてください。 

答（市民生活） 平成 28 年６月議会のときは、まだ有償であるか無償であ

るかというのが決まっておらなくて、私の先ほどの６月のあり方検討のと

きも有償で交渉させていただきたいという旨はお答えをしておりますが、

歳入確保のために有償でということは、この当初予算のほうで計上させて

いただいております。以上でございます。 

問（５） 平成 28 年６月の審議のときには、もう、市民の皆さん、この議

会にもしっかりと説明責任があって、そういったことは当然説明していな

いといけなかったと思うんですけれども、そういったことをしっかり反省

して、調査とかそういったこともしっかりやっていただくとしか言いよう

がないので、その辺よろしくお願いいたします。 

答（市民総合窓口センター） おっしゃることはよくわかります。ただ６

月の時点では、私どもはまず国のほうに確認をさせていただいたのが、あ

くまでも貸付けをする、使っていただくのに返還が必要かどうかというこ

とで御了解をしていただいたので、その時点で仮に有償であっても返還は

そぐわないだろうという判断をしておりました。それで有償ということが

金額もある程度出ましたので、国に再度確認に行ったのが、確か 11 月だと

思いますけれども、その平成 28 年 11 月の時点で有償で貸付けする場合に

再度、一部返還金が必要かどうかということをそこで改めて確認をして、

そこで必要ですというふうに言われましたので、６月の時点で隠しておっ

ただとかそういうことではなくて、あくまでもその時点ではその貸付けに

対しては、返還は必要ないという前提の中での御答弁をさせていただいた

ということで、有償で貸し付けるという前提の中での調査、確認の中で、

今回そういった返還義務が出て、一部返還ということが必要だということ
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が確認できましたので、今回の予算、貸付金を計上させていただく際に合

わせて両者を計上させていただいたものだということだけは御理解いただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

意（５） 今の答弁を聞いて、平成 28 年 11 月にわかっていたということ

であれば、公共施設の委員会等 12 月にもあったので、そういったところで

議会に報告なり説明をしていただいたほうが、より親切だったのかなと思

うので、その辺り考えておいてください。よろしくお願いいたします。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、２款の質疑を打ち切ります。 

 

 

３款 民生費 

委員長 質疑を行います。 

問（１） 予算書の 140 ページから 143 ページで、３款１項８目の生活困

窮者自立支援事業の関連についてお伺いしたいと思います。生活保護受給

者というのがどんどんふえていると思いますが、高浜市においてはまだ高

齢化率や生活保護の受給率というのは、全国に比べれば低いと聞いており

ます。 

しかし、これというのは今後間違いなく増加していくと思いますが、現

在、年金保険料を納めることができない生活困窮者の方々に、集めるだけ

でなく、当然収入はふやしてもらわないと納めてもらうことはできないと

思いますので、生活困窮者の方々への就労支援というのが大きな問題だと

は思いますが、その辺をどう考えているのか教えていただければと思いま

す。 

答（地域福祉 主幹） 生活に課題を抱えた生活困窮者等への就労支援に
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つきましては、日常の生活相談だけではなくて、職業紹介や職業相談、こ

れを一体的に両輪で行うということが、非常に重要かつ効果的であるとい

うことが指摘されております。 

このような観点から、福祉部におきましても、平成 26 年度から職業相談

を希望する生活困窮者等に対しまして、ハローワーク刈谷の職員による巡

回相談をいきいき広場で実施していますが、取り組みの周知不足等により

まして、この２年間ほとんど活用されていない、活用されてこなかったと

いうのが実態でございます。 

このため、昨年末にハローワーク刈谷と協議いたしまして、まずは利用

者目線のパンフレットを作成して、生活相談に訪れた生活困窮者の方であ

ったり、一人親家庭への世帯主への周知、これを徹底するということ。平

日の日中に就業や子育てを抱えている母子家庭等へも配慮いたしまして、

これまで午前のみであった巡回相談の時間を午後にも新たに設けていただ

くということ。利用者の同意を得た上で、職業相談の場に市の職員も同席

をさせていただくということ。こういったふうに、利用者がアクセスしや

すい仕組みに見直し、本年１月から実施しておりまして、生活困窮者等の

就労支援の推進に努めているところでございます。以上です。 

問（１） 当然、前年度の実績等に基づいて見直しされていると思うんで

すが、その見直しがどのような効果を期待しているかというのと、もちろ

ん展開も含めて、具体的にわかっていれば教えていただきたいと思います。 

答（地域福祉 主幹） 平成 29 年度につきましては、こうした見直しによ

りまして、これまで直近３カ月で５人しか利用のなかった利用者数を、少

なくとも３倍の１カ月５人以上にするということを目標として、取り組ん

でまいりたいと考えてございます。 

現に２月の利用希望者数につきましては、１カ月の相談枠の上限である

６人を超える申込みがありまして、早速、企図とした以上の効果というも

のが現れているところです。 

今後の展開といたしましては、来年度から地方版ハローワークの実施に
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関する地方財政措置、これが特別交付税として新たに講じられるというこ

とが予定されておりますので、今後の巡回相談の利用状況であったり、利

用者の声、市民の方々の声というものを踏まえまして、その導入について

も検討をしてまいりたいと考えているところでございます。以上です。 

意（１） 先ほどの御答弁でもありましたが、どんなに立派なシステムを

つくっても利用される方がいないとどうしようもないので、ぜひとも今言

われましたけれども、これまで以上に使われるように市民の皆さまが利用

がうまくできるように、情報の徹底のほうをしていっていただければと思

います。 

問（13） 私も今のところで、その生活困窮の方々に最も必要なのは住ま

いと就労だと思うんですね。それで、その就労の部分でいうと、ハローワ

ークさんがまず就労意欲をかき立てたりだとか、いろんな職を紹介したり

だとかというのはあると思んですが、実は今、高浜は特に窯業とかそうい

う業界の中で、人手不足でしょうがないんですよね。なにをやっても全く

人が集まらない状況があるんですよ。だから企業側の受け皿というんです

か、こういう方々が就労したがっていますよというような部分をつくって

あげていくことも必要じゃないのかなということをすごく思うんですけれ

ども。 

そういったところは結局、成果を上げるのが、相談に来る人の人数をふ

やすというのは、成果じゃないじゃないですか。就労していただいて、生

活困窮から抜け出すことが成果じゃないですか。これはあくまで予算です

から、そういった部分でもう少し展開を考えていかないと、手段と目的が

違ってきちゃっているんじゃないかなという気がするんですけれども、そ

の企業的な部分に関しての取り組みというものは、どう結び付けていくよ

うなところがあるのか、お考えがあれば教えていただきたいんですけれど

も。 

答（地域福祉 主幹） 今後の展開といたしまして、最終的には就労をし

たいという生活困窮者の方を確実に就労につなげていくというのが非常に
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重要であるということは、課題として認識してございます。 

その対応といたしまして、今後の展開として先ほど申し上げたように地

方版ハローワークの実施というものを考えておりす。地方版ハローワーク

を実施した場合にどういったメリットがあるのかですが、まずは地理的な

条件といたしまして、近隣にはハローワーク刈谷しかございませんので、

そこまで行くのに生活困窮者の方というのが、車を持っていない方が多く

みえられるので、交通費の観点から非常にアクセスが難しいという問題の

改善につながるんじゃないかというのが一点。 

あとは企業側とのマッチングということで、今、市で職業紹介というも

のを行っていないので、企業の方々と直接交渉するような機会というのが

非常に少ないのですが、地方版ハローワークを実施して、自治体が主体的

に企業と交渉していく過程の中で、そういった生活困窮者の個別の条件に

応じた就職先であったり、就労体験先というのも今後は開拓できていくん

じゃないかと考えているところでございます。以上です。 

意（13） ぜひ、自治体がその企業の窓口になるのはなかなか難しいと思

うんですよね、ですから、そこを上手にこう橋渡しをするようなシステム

というのが、例えば国全体でとか県とか、そのレベルで考えられないので

あれば、今言われた地方版のハローワークというものを高浜独自で考えて

やっていけばいいことじゃないかと私は思うんですよ。 

決して、そのお金のかかるような話じゃないと思うんですよね、そうい

う部分は。やっぱり企業のほうもこういう生活困窮の方々に対しての不安

を例えばお持ちであれば、それを解消してあげるだとか、あるいはそうい

う情報を取りに行くことはなかなかできないから、そういう方々もその自

分たちの情報を外に出してほしくないと思われることも多々あると思うん

ですよ。そういう部分に関しては、やっぱり自治体がこう、ちょうどそこ

の橋渡しをするには、最も適した役割ができるのかなということを思いま

すので、ぜひそういう部分をつくっていっていただけないかなということ

をお願いしておきます。 
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委員長 ほかに。 

問（５） 予算書の 159 ページ、３款２項３目、事業 16 のこども発達応援

事業についてお伺いします。この事業は以前、答弁でもニーズが高く要望

が多いと聞いておりましたけれども、なぜ予算額が減額してあるのか。 

答（保健福祉） 主に報償金が、来年度は今年度と比べまして予算を落と

しております。こちらは、過去の実績をもとに指導回数を見直しをいたし

まして算定をしたものでございます。事業自体が縮小しておるというわけ

ではございませんので、よろしくお願いいたします。 

意（５） 2016 年５月に、発達障害者支援法が改正されて、今後相談体制

の充実や家庭への支援等が、より求められる大切な事業だと考えられます。

従って予算のメリハリでいえば、張っていかなければいけない分野だと考

えますので、途中で補正等するのではなく、当初からしっかりと適正額を

予算計上するようお願いをしておきます。以上です。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、３款の質疑を打ち切ります。 

 

 

４款 衛生費 

委員長 質疑を行います。 

問（５） 予算書の 170 ページ、４款１項４目、事業１の高浜エコハウス

事業ですが、光熱水費が 57 万６千円、施設管理料が 82 万５千円、前年度

と比べそれぞれ増額していますけれども、その理由をお聞かせください。 

答（市民生活） 光熱水費と施設管理料が昨年と比べて増額という御質問

でございますけれども、光熱水費につきましては、先ほどからの関連もご

ざいますが、商工会さんがおみえになるということでいろんなイベント等
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も含めて利用者がふえるという見込みで、特に電気代、水道代等々、ふや

させていただいております。 

施設管理につきましては、商工会さんのほうに現在お願いをしていくつ

もりでおりますけれども、賃金のあたりが今回の施設管理ではなくて、例

えば総合サービスさんの部分も含めてですけれども、最低賃金が上がった

りしていますので、その辺のあたりが若干増になっているというところで

ございます。 

そして、先ほどの商工会さんに入っていただく部分で、光熱費というこ

とで電気代相当、実費相当分は、別途エコハウスの電気料収入のほうに入

れさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

問（５） 次に予算書の 168 ページ、４款１項３目の事業１の救急医療事

業の地域医療連携ネットワーク事業負担金について教えてください。 

答（保健福祉） 御質問いただいております地域医療連携ネットワークで

ございますが、これは衣浦定住自立圏におきまして刈谷豊田総合病院と各

診療所がインターネットで結ばれ、平成 24 年 10 月から運用が開始されて

おるものでございます。 

このことによりまして、かかりつけ医からの診療や検査の予約がオンラ

インで行われるとともに、カルテ情報が共有化をされまして市民の皆さま

の利便性が非常に向上いたしております。 

このたび、本システムのリース期間が間もなく満了を迎えますことから、

システムを更新することになっております。更新費用を刈谷豊田総合病院

と衣浦定住自立圏域の３市１町で負担することになりますが、本市の負担

額は 537 万円となったものでございますので、よろしくお願いいたします。 

問（５） 例えば、こういった豊田会さんとの打合せや会議等であった場

合、全てしっかりとお互いが打合せ記録とか議事録、交渉記録は全てとっ

ているのか、その辺りをお聞かせください。 

答（総合政策） こちら定住自立圏構想に伴いまして、３市１町で協議を

進めております。直接の豊田会を通じての交渉は、刈谷市さんがやってお
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りますので、ちょっと記録があるかどうかは定かではございませんが、各

市に負担金を求める際の議事録は残っているところでございます。 

問（５） これが、対高浜市対豊田会さんとの病院の関係でも交渉をいろ

いろとやっておられると思うんですけれども、こういった交渉、例えば副

市長が一人で豊田会に行って交渉したときの議事録とか交渉記録、これも

しっかりととっているのか、その辺お聞かせください。 

答（副市長） 私が、こういうところへ行って協議をしている内容という

のは、結果が全てだと思っています。水面下の交渉の部分もございますの

で、全て文書に残っているとは言い難い。そういう状況でございます。 

問（５） そうすると、あとで交渉のときは見せられないと思うんですけ

れども、交渉が終わって、何十年かあとにいろいろと検証したり、振り返

ったりしていく必要があるときがくると思うんですけれども、そういった

ときにそういった文書がないと、何も、どういうふうになったんだとわか

らない部分ばかりになっちゃうので、こういったところをしっかり残して

おく意味でも、しっかりその交渉したときには交渉記録、会議したときに

は会議記録、これをお互い理解のもとで残すことが必要だと思うんですけ

れども、この点についてどう考えるのか。 

答（副市長） 私が、交渉の窓口の中でやっていく場合に、やはり内容に

ついては、紆余曲折いろいろしています。その中で私もそのときに答が出

せない場合は、役所へ持ち帰って、当然市長とも相談をするという中で、

今後、覚書等全員協議会等のところで、議会のほうに開示することになり

ます。その結果が私は全てだと思っておりますので、そのときに、なぜこ

ういう結果になったのかという御質問はしていただいて結構ですが、その

水面下の交渉の部分は、一切お互いに文書としては残しておりませんので、

お願いをしたいと思います。 

意（５） そういったことが常識的に、一般的に通用していく時代かとい

うことも考えていただきたいので、私としては確実に書類で記録を残すよ

うに指摘をしておきます。以上です。 
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委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、４款の質疑を打ち切ります。 

暫時休憩いたします。 

 

 休憩 午前 11 時 54 分 

 再開 午後１時 00 分 

 

委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

５款 労働費 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、５款の質疑を打ち切ります。 

 

 

６款 農林水産業費 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、６款の質疑を打ち切ります。 
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７款 商工費 

委員長 質疑を行います。 

問（15） 189 ページのいきいき号循環事業のところでちょっとお尋ねい

たします。今からの高齢化社会に向けて本市も当然高齢化率がどんどん上

がっていくと思います。最近では高齢者ドライバーの事故が大きな問題に

なっております。そういうことで免許証の返還をしたほうがいいかという、

そういった議論もありますけれども、当然高齢者が自由にまちを歩け、出

かけるようなまちづくりの整備も大事だと思います。そういった意味で今

後、いきいき号の果たす役割は、ますますこれは大きくなっていくと思い

ます。そういったことで、今この将来に向けたこのいきいき号の話し合い

で何か行われていることがあれば、教えてください。 

答（市民生活） 将来に向けたいきいき号という御質問でございますけれ

ども、今のところ具体的に路線をふやすとか、新たな便をつくるとかいう

話はございませんけれども、毎年開催しております地域公共交通会議がご

ざいますので、そういったところでお諮りをしながら、今後のあり方につ

いても検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

問（15） 今のこの交通会議がありますけれども、最近ではどのような議

題がありますか、これは。 

答（市民生活） 最近の地域公共交通会議の開催ということでございます

けれども、平成 28 年度は８月 29 日に開催をしておりまして、高取コース

でのバス停の変更、そして港コースでのあっぽへのバス停の変更、そして

刈谷市便の市内便との乗り継ぎを向上するダイヤの改正、そういったもの

を検討していただきまして、10 月 31 日から新たなダイヤで運行を開始し

ております。 

意（15） できれば、そう早急というわけにはいかないと思いますけれど

も、やっぱりこれは避けては通れないもんだと思いますので、またしっか

り、この今言ったような取り組みをしっかり取り組んでいってもらいたい
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と思います。よろしくお願いいたします。 

委員長 ほかに。 

問（５） ７款１項２目、事業 10 の地方創生推進交付金事業ですけれども、

今までは国庫支出金で賄われておりましたが、今回から市の持ち出しが約

640 万円計上されております。今後も市の一般財源を投入してまで行う事

業なのか、その事業の効果、必要性はあるのか、その辺りお答えください。 

答（地域産業） 地方創生推進交付金事業、こちらはコミュニティ・ビジ

ネス創出支援事業の統合した事業となりますが、いわゆる高校生の活躍の

場ということを創出するということで、高浜高校生に呼びかけをいたしま

して、８名がその呼びかけに応じた形で、地元の企業と地場産業とのマッ

チングをした事業展開を行っております。 

 平成 29 年度につきましては、そちらに該当する事業が地方創生交付金の

対象となりまして、２分の１の事業費の補助を受け、こちらにつきまして

は今後３年間２分の１の補助を受けるということを聞いております。こち

ら、いわゆる高浜にある資源を有効に活用しながら、高校生が将来自分た

ちの夢を実現するための活動のきっかけとなるような事業として位置づけ

ておりまして、将来的に高浜にその地域の活動を担っていただける人材に

なるような方が、その中から出てくることも視野に入れた上での事業展開

となります。 

高浜高校におきましても、平成 29 年度からいわゆるＳＢＰ活動につきま

しては、部活動化を視野に入れた形で動いていただいておりまして、こち

らにつきましても、今後、長い事業展開を市としても支援をしていきたい

と考えております。 

問（５） わかりました。厳しい財政状況ということで、一般財源、市民

の大切な税金を使ってこの事業を行っているわけですので、ここをしっか

り見える化というか、その税金に対してどれだけ効果が出ているのかとい

うこともしっかり見ていかなければいけないと思っております。 

 平成 27 年３月補正、これの追加でいろいろとこの事業の補正をしたわけ
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ですけれども、その中でかわら美術館３階を整備する補正が出て、このか

わら美術館を起点として事業を行うということであったと思うんですけれ

ども、この辺り見えてこないものですから、どうなっているのかお伺いし

ます。 

答（地域産業） 平成 27 年度３月補正で繰越明許において、平成 28 年度

より事業を実際に動かしているところでございますが、その中で高浜高校

生のステージ、その活躍するステージの位置づけの中に美術館というもの

がございます。今、その活動の中で主要新規事業等でもお示しさせていた

だいているような、いわゆるキャラクター焼きのような形を、事業として

見えるような形になってきている中で、今後このキャラクター焼きをＳＢ

Ｐ活動として全国、青森県や沖縄県、福島県等で実施している高校生のＳ

ＢＰ活動にも、実は広げていこうというようなことを考えておりまして、

その中で、一つ、美術館の活用の仕方としましては、鬼師さんやいわゆる

地元の自動車企業さんがそこに協力をしていただいていた経緯、また、種

型や金型の試作等を展示しながら、今後注目されていくであろうＳＢＰ活

動のステージ、発表の場として美術館を活用していくということも今後検

討しておりますので、よろしくお願いします。 

問（５） この補正で計上された空間整備、約 650 万円全体であるんです

けれども、これは今、どうなっているんですか。 

答（文化スポーツ） この工事は、取りやめをさせていただきました。 

問（５） 取りやめましたということですけれども、最初の事業の目的が

あって、それを軸にしてやるという話だったと思うんですけれども、そこ

を全く活用せず、今、事業が進んでいることだと思うんです。その辺の目

的から考えると、今の事業展開って一体どうなっているんだろうと思うん

ですけれども、その辺りちょっとわかりやすく、筋立てて説明をお願いし

ます。 

答（地域産業） 効果的な高校生の活動の一つの場所として、美術館とい

うものを位置づけておりました。ただ、実際活動していく中で、その活動
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の拠点として高校生が美術館を活用するということが、限られた生徒さん

の活動時間の中で、なかなか難しいというような中で、その活動の拠点で

はなく、やはりその活動内容を発表する場所、それを見せる場所というと

ころで、美術館を活用していくというような形で今、方向をシフトしてお

ります。 

その中で、いわゆる３階のモノコトギャラリーをどのように活用するか

という中で、当初におきましては高校生のいわゆるオフィス的な位置づけ

というものも考慮しながら、改修費等も想定はしていましたが、じゃあそ

れを整備することによって、実際に高校生がどれだけそこで活動できるか

という費用対効果も踏まえますと、やはりそのような整備は見送りにした

ほうがいいだろうというような中で、今回、事業費としてつけている改修

費につきましては、改修は必要最低限の内容で行うということで美術館と

も整理をしまして、今回その事業費は使わないという形になっております。 

問（５） 全体的にいえると思うんですけれども、事前の計画性が余りに

も足りないんじゃないかなというのが、今の市政をみて感じられるところ

であるので、この辺、もう事前の計画性をしっかり練って、そこから事業

を動かしだしていかないと、本当に走りながらどんどん計画が変わってい

ってしまえば、それだけ税金が余計に使われたり無駄な経費が出たりとい

う可能性がすごく大きくなるので、この辺りしっかり市民の税金だという

ことを肝に命じて、これから事業展開、しっかりやっていただきたいと思

います。 

答（都市政策部） 今、いわゆるこの地方創生推進交付金事業ということ

で、グループリーダーがお答えしましたように、当初この事業につきまし

ては、我々が平成 23 年からコミュニティ・ビジネスの支援事業ということ

で、コミュニティ・ビジネスについて取り組んでまいりました。 

 事業を起こしてくる中で、実はもう数名の方が起業をされて、その支援

を受けながら取り組んでみえる方が実際ございます。Ｂ型をとられて、い

わゆる福祉関係、障がい者のお子さんのためにということで、当初から取
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り組んでみえる方もございますので、今の市民ニーズというのを考えます

と、やはり行政が全てのところに手立てができないという部分もございま

すので、この事業については今おっしゃったように、美術館の関係のこと

がございます。目的と指標がいまいちまだ、この年度の中では到達しなか

ったという部分の反省点はございますが、決して、その税をそういった形

で投じておるということではなくて、必要だと思う判断のもとに事業をや

っていますので、御理解をいただきたいと思います。 

意（５） 全てを否定しているわけじゃないです。このかわら美術館の空

間の進め方、この補正をして、今現在、事業はどうなっているのか、そこ

の辺りについては全く見えないというか、こんなやり方をしていたら本当

に税金が無駄遣いになるんじゃないか、そういう思いです。 

あと、今後の事業費のあり方についてはしっかり見直して、精度を高め

て、目的をしっかり定めて、もう一度原点に戻ってやっていただきたいと

思います。以上です。 

委員長 ほかに。 

問（13） 私も今の、この地方創生推進交付金事業のところですけれども、

先だって高浜高校におじゃましたところ、この部活動化するというお話で、

学校側も積極的にこの取り組みに対して理解をしていただけているのかな

ということを思っているんですけれども、今５番委員が言った、僕はハー

ドの部分じゃなくてソフトの部分でいうと、学校の生徒さんというのは、

要は３年ごとに丸ごと入れ替わるわけですよね。１年生が部活動をやった

って３年で卒業しちゃうわけですから、そうするとこの現実、ここからの

息吹をずっと伝えていっていただかなきゃいけないところが一番大事だと

思うんですよ。 

ですから、そういった部分でいうと、今からの展開の仕方から何からこ

れは、高校生という一番柔軟な方たちを相手にするわけですから、余りに

取り決め過ぎちゃって、思いから外れたから私部活やめるわとか、学校も、

ちょっと高浜さん、これ違うんじゃないのという話になっていっちゃった
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ら、逆にこれまた意味がないのかなという気がするんで、ある面そのソフ

トの中では柔軟さを保ちながら、それからもう少し、やはり我々議会だと

か、あるいは市民の方々にこの活動が見えるような姿というところに結び

付けていくようなところを、ぜひ御期待をしたいんですけれども、そうい

ったところに対して何かお考えがあれば、お聞かせをいただきたいんです

が。 

答（地域産業） 高校生の活動につきましては、いわゆる広報等も用いな

がら市民の方にＰＲをして報告をしていく。また、もう一つ別の手法とし

まして、実はこちら高校生のＳＢＰ活動というものにつきましては、実は

文部科学省のほうが非常に注目をしておりまして、毎年８月に行われてい

るＳＢＰの交流フェアという、高校生の活動の発表の場がございます。そ

ちら平成 29 年度におきましては、文部科学省が後援ではなく共催というよ

うな形でこの取り組みに注目をしております。 

 また、福島県でのＳＢＰ活動の取り組みにつきましても、多くの注目を

今後浴びていくような中で、いわゆる教育という位置づけの中でも、その

高校生の活動というものが非常に注目をされている中で、愛知県で唯一取

り組んでいる高浜市というものもそこでクローズアップされていくので、

今後この活動につきましても周知というものについては、充実したものが

期待されるというふうに考えてございます。 

委員長 ほかに。 

問（13） 今の件は、ぜひとも折角予算をつけるんですから、しっかりと

やっていただきたいということです。 

 それと、この商工費の部分でいうと、今回、対前年比でいうと 45％以上

多く上がっているわけですけれども、それが今の地方創生の関係のことと、

産業経済活性化事業であると思います。この産業経済活性化事業の部分に

おいて、これは愛知県の補助制度の受け皿ということでの、高浜市企業再

投資促進補助金交付要綱によってということで、この補助金、原則 20 年以

上という縛りがあるんですよね。 
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 にも関わらず、要は次世代の自動車の関係ですとか、結構、最新の近未

来的な部分に対してのところということも、一部分いっているじゃないで

すか。そうすると、この 20 年以上というのは、ちょっと結構縛りとしてき

ついのかなという気がしないでもないんですよね。そういったところとい

うのは、何かこう、県のほうの要綱であるから、それに準じてということ

で、高浜が独自にやったことではないと思いますけれども、何らかその県

のほうにもう少し柔軟性を設けていくことも大事じゃないかなという気が

するんですけれども、その辺のところは何かよくよく御議論があったのか

どうか、お聞かせをいただければと思います。 

答（企業支援） 「原則 20 年以上」でございますが、従来こちらのほうに

つきましてはこの「原則」という言葉が入っておりませんでした。20 年以

上を高浜市内に立地していなければ、要件に満たないというような形でご

ざいました。そのような中、昨今、市内の企業もいろいろ投資意欲が高い

企業等もおりまして、昨年度、愛知県のほうに何とかこの 20 年という部分

に対して緩和措置をしていただきたいということで、実は昨年度の 11 月に、

愛知県が原則 20 年という形に変えていただいております。 

 当市の要件を申し上げますと、基本的には原則 20 年以上、工場が市内に

立地する企業または 10 年以上、工場が市内に立地する企業で、隣接する市

に立地する期間と通算すると 20 年以上となる企業を対象とすることとい

たしました。このように、愛知県とも現在の企業ニーズに応じて緩和措置

のほうを講じてございます。 

意（13） どこがどう緩和されたか、よくわからないくらい複雑な話にな

っちゃっているんですよね。要は、隣接の市と合せて 20 年以上だとか、市

内に 10 年以上だとか、確かに緩和といえば緩和かもしれませんけれども、

ものごとはわかりにくくなったら伝わらないんですよ。ですから、今言っ

た件はいいですよ、要は、文書で書いてあることですからいいんですけれ

ども、これをいかに使ってもらうかということを考えると、もっとわかり

やすく、企業さんたちが目につけてくれるというのかな、そういうものを
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やっぱりやっていかなければいけないと思うんですよね。 

 できれば、その「原則」も取っちゃって、「10 年以上」も取っちゃって

というと、余りに不安もありますわそれは。そこで、こちらはお金を出し

たけれども５年もしたらいなくなっちゃったみたいな話では困りますから、

そういうところまでのことを言っているわけじゃないんですけれども、と

にかく使ってもらえる工夫、使ってもらう工夫ということは、要は企業さ

んが頑張って投資をしてくれる、それでもってまた雇用をふやしてくれる、

またお金を落としてくれる、そういうところにつながっていくっていう目

的に結びつくようなＰＲ、そういったところも含めて、ぜひとも、さらに

県とも話をして、できる限りハードルを下げて、いろんな方々が再投資に

意欲をみせていただける、そういったところをぜひ、お願いしたい。 

 もう１点は、やっぱりこういうのは、ありますからといってホームペー

ジだとか、広報だとかに載せて、もうそれでＰＲは終わりましたみたいじ

ゃなくて、できる限りね、例えば、市長、副市長もあちこち企業を回られ

ると思うんですけれども、そういったところで、いや実は今度うち、こう

いうことを考えているよとかという話なんかは、やっぱり何度も足を運ん

でくれる方には、ちょいちょいお話をする場面というのは想定できるんで

すよね。それから金融機関には必ず話がいくはずなんですよ。ということ

は、そういったところとの情報交換をすることによって、あそこの企業に

１回行って話を聞いてこいよということも出てくるのかなという気もしま

す。ぜひそういう活動も、これに重ねてやっていただきたいなということ

をお願いしておきたいと思います。以上です。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、７款の質疑を打ち切ります。 
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８款 土木費 

委員長 質疑を行います。 

問（１） 193 ページと 197 ページなんですが、193 ページの４番の衣浦豊

田道路開通式支援業務委託料と、197 ページの１番の街路計画事業の衣浦

大橋整備促進期成同盟会負担金の２点なんですが、こちらのほうが新規で

計上されていると思うんですが、これの内容と目的等があれば教えていた

だければと思います。 

答（都市整備） ２点について、順番にお答えいたします。まず、最初の

衣浦豊田道路開通式支援業務委託料でございますが、こちら、場所は衣浦

大橋東交差点、現在工事が進んでおります高浜立体でございます。こちら

の工事の予定が、予定どおり進捗いたしますと平成 30 年３月、ちょうど１

年後になりますが、立体の上部の供用開始を予定しております。その開通

時に実施する式典の費用でございます。式典の日時、内容等の詳細につい

ては、事業主体でございます愛知県と現在協議を進めておりますが、当日

は、愛知県知事を始め地元選出の国会議員の方や、地元の関係者の方など、

たくさんの方々に御参加いただく予定で今進めております。当日は開通を

祝い、地元の発展を祈願するものでございますのでお願いいたします。 

 ２点目の衣浦大橋整備促進期成同盟会でございますが、こちら同盟会の

メンバーが、三河側が５市、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、当市。知

多側につきましても５市５町、半田市、大府市、東海市、知多市、常滑市、

東浦町、武豊町、美浜町、阿久比町、南知多町、それぞれの経済界や農協

の方及び地元選出の国会議員の方、県議会議員の方の賛同をいただき、本

年２月 15 日に半田市にて 100 名近い参加者をいただき、設立総会を終えて

おります。こちら、旧橋のトラス橋の架け替えを早期に愛知県にお願いし、

要望していく同盟会でございますのでお願いいたします。 

意（１） 高浜立体も大橋もそうですけれども、高浜市にとっては待望の

事業というか、慢性的なあそこは渋滞していると思うんで、計画どおり進
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める、供用開始ができるように、引き続き県や国等への要望等をお願いし

て、確実に実施していただきたいと思います。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、８款の質疑を打ち切ります。 

 

 

９款 消防費 

委員長 質疑を行います。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、９款の質疑を打ち切ります。 

 

 

10 款 教育費 

委員長 質疑を行います。 

問（４） 予算書 209 ページにあたるかと思いますけれども、まず、特色

ある学校づくり事業委託料として、各学校ではどのような取り組みが行わ

れているのか、小中学校を１例ずつぐらい挙げて、ちょっと説明をいただ

きたいのと、そのすぐ下にあります、確かな授業づくり事業委託料、こち

らのほうの内容も各学校でどのような取り組みが行われているのか、こち

らのほうでも、やはり具体的に小中学校でどのように行われいるかという

点をお聞きしたいと思います。 

 それとまとめて、予算書の 215 ページになるかと思うんですけれども、

いわゆる翼小学校及び南中学校などで屋内運動場防災機能強化工事費が計
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上されていますけれども、これまで進めてきています落下防止対策の工事

だと考えておりますけれども、市内小中学校全体の進捗状況をちょっと確

認したいのと、南中学校体育館は吊り天井がないと思いますので、ないの

に金額が高くなっているんですけれども、まず、その理由等を教えていた

だきたいと思います。まず、最初はこれです、お願いします。 

答（学校経営 主幹） 209 ページの特色ある学校づくり事業についてで

ありますが、特色ある学校づくり事業は、各学校の企画に基づき、児童生

徒の育成に関わる教育活動を展開するものでありまして、例えば高取小学

校におきましては、豊かでたくましい心を持ち、共によりよく生きようと

する児童を目指して実践をいたしました。輝き集会、もくもく清掃、稗田

川まつり等の場面で子供たちが企画運営できる、そういった機会を設けた

結果、各種児童会行事が積極的に展開されまして、行事の内容説明や実際

の運営において、高学年の児童がリーダーとしての自覚のもとに活躍をす

ることができました。 

 また、中学校の例といたしまして、南中学校において自立できる南中生

のテーマのもと、キャリア教育、ボランティア活動、リーダー育成に取り

組みました。キャリア教育では、体験活動として将来の自立に向けての意

欲や態度を育み、ボランティア活動は、生徒会を中心に多くの生徒を巻き

込んだ展開ができ、リーダー育成では、部活動の正副キャプテンを中心に

充実した研修を行い、生徒が主体的に活躍する姿を多く見ることができま

した。 

 次に、確かな授業づくり事業でございますが、この事業は、各学校が授

業づくりに関わる研究テーマを設定いたしまして、研究授業等を行いなが

らよりよい授業をつくっていく、そういっいた事業であります。 

 例といたしましては、高浜小学校では、自分の考えを持ち、学びを深め

る子の育成をテーマに、話し合い活動を軸に個々の学びを深める授業づく

りに取り組みました。年間をとおして講師の先生から単元コースの段階か

ら御指導いただき、子供の思考の流れに沿って学びを深める実践をするこ
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とができました。授業後の協議会においても、教師の力量向上につながる

適切な助言を得ることができました。 

 中学校の例といたしまして、高浜中学校では、自ら学ぶ力を育む授業の

創造をテーマとして、教材やその提示の仕方、個別調べや関わり合いの場

面の設定、学んだことを振り返る場面の設定を工夫して取り組みました。

授業指導案の作成においては、教科部会を中心に自主学習会を重ね、模擬

授業を行ってから研究授業に向かうなど、職員の主体的な取り組みが展開

できました。以上です。 

答（学校経営） 屋内運動場防災機能強化工事費についてお答えさせてい

ただきます。平成 27 年度に高取小学校及び吉浜小学校、そして平成 28 年

度、今年度ですが、高浜中学校と港小学校につきまして屋内運動場の工事

を実施させていただきました。高浜小学校につきましては、近々建て替え

を予定しておりますので、高浜小学校を除けば、来年度で市内の小中学校

の屋内運動場の落下防止対策工事は、全て終了する予定となっております。 

 それから、もう１問質問をいただきまして、南中学校の工事の金額が高

いではないかという御質問でございますが、委員おっしゃいますとおり、

南中学校屋内運動場につきましては、吊り天井はございません。ただ、今

年度実施設計を行う中で、外壁の劣化が進んでいたり、あるいは屋根瓦が

乗っているんですが、屋根瓦の設置状況が良くない箇所があって、雨漏り

が見られたりするという指摘をいただきました。このため、通常の落下防

止対策工事や電気設備工事に加えまして、外壁の改修工事や防水塗装の工

事も実施する必要があることから、このような金額を計上させていただい

ております。以上です。 

問（４） いわゆる、こういう防災機能強化ということで、早目にこうい

う雨漏り等を直すということであれば、長い目でみて維持費が少なくなる

ので、いいのではないかなと思っておりますので、ぜひしっかりと工事を

やっていただきたいと思います。 

 次に、予算書の同じ 219 ページになりますけれども、下側になりますけ
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れども、中学校教育用パーソナルコンピュータ及び学習ソフトウェア借上

料が、昨年度よりも大きく伸びているかと思います。まず、この点をどう

して伸びているかということを一つと。 

それともう一点、231 ページになるかと思うんですけれども、主要新規

事業ですと 29 ページの市誌編さん事業について、来年度から本格的に資料

調査が始まるとのことを、前に説明を受けておりますけれども、新たに報

償費として市誌編さん調査謝礼 872 万１千円が計上されているかと思いま

す。これは、どのような方が調査や執筆に携わっているのかを、ちょっと

もう１回確認したいと思いまして、以上２点をお願いしたいと思います。 

答（学校経営） まず、中学校のパーソナルコンピュータ及び学習ソフト

ウェアの借上料につきまして御説明させていただきます。現在の高浜中学

校、南中学校のパソコン教室で使用しておりますパソコンなどは、平成 26

年度で債務負担期間が終わりまして、平成 27 年度、平成 28 年度の２カ年

は、再リース契約によりまして、かなり安い金額での借り上げとさせてい

ただいておりました。 

 ただ、両中学校ともパソコンなどの故障が出てきたり、あるいはパソコ

ンの故障に伴いまして、ＣＤなどを読み込ませることができなくなってき

たということもありまして、昨年の３月議会で当初予算の御議決をいただ

いておりますが、新たな債務負担を設定させていただきまして、パソコン

や学習ソフトウェアなどにつきましても、新たに借り上げをしていきたい。

そのため、昨年度に比べて金額が上がっております。以上です。 

答（文化スポーツ） 市誌編さん事業について、どのような方が調査や執

筆に携わるかという御質問でしたけれども、調査、執筆に関わる方を市誌

編集委員とお呼びしておりますけれども、編集委員長には、近世の経済や

流通が御専門で、愛知県の県史などの編さん経験がございます日本福祉大

学の曲田浩和先生をお迎えいたします。あとこのほかにも大学の先生、あ

るいは郷土史の研究者、あるいは郷土の歴史に関心を持ち、自発的に調査

活動を行っている市民の方にも加わっていただきまして、現在 25 名程度の
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方に御協力を呼び掛けているというような状況でございます。 

 また、このほか平成 27 年度に、タカハマ！まるごと宝箱事業の中で、聞

き書きということを行いましたけれども、その際にご協力をいただきまし

た名古屋市立大学とも今回連携をさせていただきまして、学生と市民が一

緒になって聞き書きを行うことで、若い世代あるいは市外の方からの目線

も取り入れながら、高浜の魅力や自慢の掘り起し、発信ということにつな

げてまいりたいというように考えております。 

問（４） 先ほどの、ちょっとパーソナルコンピュータの件のことでまた

ちょっとお聞きしたいなと思いますけれども、来年度のリースからパソコ

ンがこう新しくなるということなんですけれども、そのほかに具体的な何

か特徴的なことがあれば教えていただきたいのと。 

 それともう１点、先ほどの市誌編さん業務委託料、予算書の 231 ページ

ですけれども、市誌編さん業務委託料について、来年度予算として 377 万

円が計上されているかと思いますけれども、262 ページに掲載されており

ます債務負担行為分も含めますと、今後４年間で 978 万５千円が予定され

ていることとなっているかと思いますけれども、これはどのようなことを

委託するのかをちょっと確認したいと思いますけれども、お願いします。 

答（学校経営） それでは、パソコンの件からお答えをさせていただきた

いと思います。中学校のパソコン教室のパソコンですが、現在、技術家庭

科の授業で使用することが想定されておりまして、今までどおりデスクト

ップ型のパソコンを設置する予定でおります。また、既に小学校では導入

させていただいているんですが、中学校におきましてもタブレット型のパ

ソコンを各校に 21 台配置したいと考えております。また、そのタブレット

型パソコンにつきましては、総合的な学習や職業体験の事前準備などの際

に、グループごとに学習したり、調査したりするときに活用が期待される

と考えております。 

 また、新たな特徴の１つといたしまして、中学校に１台ずつ電子黒板も

導入させていただきたいと考えております。カリキュラムの要所要所で動
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画教材を効果的に使用したり、グループごとに学習、調査した内容をクラ

ス全員で共有できたりと、さまざまな活用方法が期待されるところでござ

います。以上です。 

答（文化スポーツ） 市誌編さん業務委託で、どのようなことを委託する

のかという御質問でございましたけれども、調査活動のほうが進みますと

編集委員のほうから、かなりの量の原稿が提出されてまいります。そこで

業者のほうには、編集委員から提出された原稿について、例えばこれまで

発行された市誌ですとか、いろんな刊行物との整合性ですとか、いろんな

記述箇所との重複がないかどうかといったチェック、あるいは年号や地名、

人名といった固有名詞に誤りがないかの確認といったことですとか、編集

委員さんによって文体等も変わってまいりますので、文体や表現、字句の

統一といった、そういった編集業務をお願いしてまいりたいと考えており

ます。 

また、編集委員が分担する内容以外のもので、例えば図版の作成ですと

か、あと編集委員が原稿執筆を進める上で不足する資料の取り寄せ、また

引用資料の掲載許可といった、そういった専門的な部分についてもお願い

してまいりたいというふうに考えております。 

それから、読みやすく親しみやすい市誌ということを目指しております

けれども、ページのデザイン、レイアウトというようなこともお願いをし

て、印刷の原稿データを仕上げるといったようなことも含めております。 

意（４） パソコンで電子黒板を導入するとか、パソコン及びその他、あ

るいはタブレット型のものを使うということで、昔に比べると授業のやり

方が非常に変わってきているのと、今の生徒さんにはスマホもかなり普及

してきている時代ですので、ぜひともうまく利用して、少しでも生徒たち

が喜んで勉強できるようにしていただきたいなと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それと、市誌編さんなんですけれども、確かつい最近、岐阜県ですかど

こかの業者の方が全然、信長の本かなにかで、非常に基本的なところでミ
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スって販売されていたということがあったかと思います。ぜひとも、そう

いうことがないように、しっかりとその辺はやっていただきたいなと思い

ますので、期待しておりますので、市誌のほうを読むことでいいかと思い

ます。以上です。 

委員長 ほかに。 

問（１） 主要新規の 27 ページ、青少年ホーム管理事業の件についてお伺

いしたいと思います。確認なんですが、まずは。これは、青少年ホームの

跡地、建物とあと南テニスコートが含まれるかどうかというのを、一度確

認したいと思いますが、教えてください。 

答（文化スポーツ） 青少年ホームの跡地活用ということでございますけ

れども、昨年１月の特別委員会の資料でもお示ししているかと思いますけ

れども、南テニスコートも含めた一団の敷地を活用するということで考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

問（１） 南テニスコートというのは、かなりの利用者さんもいると思い

ますので、そちらの方々への誤解や不安がないように説明のほうもしっか

りお願いしたいと思います。 

 続いて、プールが、今度導入を求めてやっていくと思うんですが、この

スケジュールを見ると、もう５月ぐらいから始まっていくと思います。こ

ちらに市の求める要求水準というのが書いてありますが、どういったこと

を求められて進めていくのか、今の時点で言えるのかどうかわからないで

すけれども、教えてもらえる範囲で教えてください。 

答（総務部） プールの要求水準ということでございますけれども、現時

点で申し上げられることは、学校の水泳指導が行えるようなプールを１つ

民間のほうで整備をしてください。それに伴いましてバスの送迎も合わせ

て行ってください。 

また、テニスコートの活用については、一定部分なるべく現行の利用形

態を継続するような配慮がいただけるならば、配慮をしてください。 

そのほかにつきましては、安定的に水泳指導を継続していく必要がござ
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いますので、そうした面でも検討、提案を求めるということで考えており

ます。 

意（１） さんざん今まで議論がありましたが、やはり高浜市にある貴重

な財産を民間の方に活用していただいて、プール事業を行ってもらうとい

うことなんで、やはり学校の子供たちがよりよいプール授業ができるよう

に提案をしていってもらいたいと思います。 

委員長 ほかに。 

問（11） 主要新規の 31 ページ、生涯スポーツ推進事業、高浜芳川緑地多

目的広場管理運営委託等で、予算書は 235 ページですけれども、こちらで

すが、やっと使えるようになったと思います。これ、いつから利用ができ

るのでしょうか。 

答（文化スポーツ） 今回、議案のほうで出させていただいておりますけ

れども、７月１日からを予定しております。 

問（11） これ、じゃあ７月１日から使えるのに当たって、予約開始は２

カ月前とか３カ月前とかから始まるのでしょうか。 

答（文化スポーツ） 他のグランドなど、スポーツ施設と同じように、今

２カ月前からというような形だったと思いますけれども、ほかの施設と同

じような申し込み受け付けを考えております。 

問（11） 少年野球、特に高浜軍の練習グランドがなくって右往左往して

おりますので、優先的に利用できるような配慮とかはしていただけますで

しょうか。 

答（文化スポーツ） 現在のスポーツ施設の利用受け付けでございますけ

れども、一旦申し込みを受け付けたあとにいろんな状況をみまして、利用

調整を図っているということでございますので、そういった形で対応を考

えてまいります。 

意（11） ぜひともお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 ほかに。 

問（５） 予算書の 212 ページの 10 款２項１目、事業１の小学校維持管理
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事業の高浜小学校等整備事業設計・建設モニタリング業務委託料が、平成

29 年度、約 1,500 万円でございますけれども、ＰＦＩ事業に付随して全体

でおよそいくらを長期財政計画上、予測して計上しているのかお答えくだ

さい。 

答（総務部） 長期財政計画で、どれぐらいの金額で計上したかは定かで

はございません。数値的に確認ができれば、改めてお答えをさせていただ

きたいと考えております。今後でありますけれども、平成 29 年度予算を計

上させていただきました。平成 30 年度、平成 31 年度と建設が続きます。 

実際の維持管理が始まりますと、やはりこのモニタリングのノウハウを

市のほうもコンサルタントの支援を得ながら、習得する必要があるだろう

ということで、初年度はそうしたコンサルタントの支援もいただきたいと

いうふうには考えております。ただ、これは現時点そうしたいということ

の予定でございますので、当初予算として計上させていただいて、次年度

以降については、単年度の中で予算を御審議いただければと考えておりま

す。 

問（５） 長期財政計画上いくらかわからないということなんですけれど

も、財務グループリーダー、把握していたらお願いします。 

答（財務） 今ちょっと長期財政計画の細かなところが手元にないもんで

すから、ちょっと休憩の時間に探しまして、いくら載っているかをお答え

したいと思います。 

問（５） わかりました、では、あとで示してください。 

 高浜小学校等整備事業の全体スケジュールなんですけれども、これが何

月に教職員とのワークショップとか、何月に市民に説明会を行うとか、何

月に関係者との協議が行われるのかという、全体の工程がわかるものがな

いと、ちょっと我々、市民に説明するのが難しいので、そういったものが

示していただきたいと思うんですが、今時点、そういった全体の計画がわ

かる工程表はあるのかないのかお示しください。 

答（総務部） この３月定例会で御議決をいただきましたら、そういった
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工程についても、事業者を含めて工程を作成していくことになります。過

日の一般質問で 13 番議員の御質問にお答えしたかもしれませんけれども、

まだ契約締結前でありますので、１月 21 日の小学校の説明会のときは概要

のみ御説明させていただきました。 

今後の予定といたしましては、契約が締結されましたら改めてまた学校

側とも協議をいたしまして、再度の御説明を予定しているところでござい

ます。 

問（５） そういった全体のわかる計画と工程表がないと、やっぱり市民

に説明できないと思うので、この辺り契約にこだわらず、いつ大体、その

何月に市民の方に説明するとか、教職員の方とワークショップをするとい

うのは、今の時点できっちり考えられていないといけないと思うんですけ

れども、その辺り大体何月かというのも答えられないということですか。 

答（総務部） ４月から６月までをかけて基本設計、７月から 10 月末まで

をかけて詳細設計を行っていく予定でございます。従いまして基本設計の

中では、学校施設を今回整備するということでございますので、その中心

となりますのは、教職員あるいはＰＴＡの保護者、主な施設の利用団体、

こういった方々に御意見をいただきながら全体のスキームを変えない範囲

で使い勝手をよくするにはどうしたらよいか、現場の御意見をうかがいた

いと考えております。 

問（５） 計画というのはすごく大事なことであるので、事前にしっかり

計画をするというのが大事、税金を使わせていただく意味でもすごく大事

になってくると思うんですけれども、さっきのかわら美術館の工事の件と

か、平成 28 年６月の時点で滞納整理システムが導入とあって、その年の平

成 29 年３月にはそういったものが導入されないとか、非常にその計画性が

感じられないので、行き当たりばったりではなくて計画的に進んでいるの

かの確認のためにも、しっかりとそういった計画を事前に我々議会にも示

していただきたいと思います。 

 次に 10 款５項２目、事業３の生涯学習施設管理運営事業でございますが、
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平成 27 年 12 月 11 日の公共施設あり方検討特別委員会における資料で、中

央公民館の機能移転時期の前倒しによる財政効果の資料では、平成 29 年度

経常事業費 3,075 万６千円の削減、経常修繕費 94 万２千円の削減になって

いましたが、実際の平成 29 年度当初予算では資料のとおり削減できたのか、

その辺りをお聞かせください。 

答（文化スポーツ） 来年度の生涯学習指定管理料ということで、中央公

民館廃止による効果ということでございますけれども、修繕費につきまし

ては施設が廃止になりましたので、これは費用としてなくなったというこ

とでございますけれども、指定管理料につきましては、平成 27 年度の決算

のところで比較いたしますと、約 2,500 万円の削減という形になっており

ます。 

これは、生涯学習施設の指定管理期間が、平成 26 年度から平成 30 年度

までの５年間ということになっているんですけれども、指定管理の募集を

行った平成 25 年度のときには、この中央公民館を指定管理期間中に廃止す

るということは想定されておらず、廃止時期を前倒ししたことによって期

間の途中での廃止ということになりました。指定管理者のほうとも、この

予算の費用のことを交渉を重ねてきたわけなんですけれども、指定管理者

にとっては、その業務の中でも最もウェイトが大きかった中央公民館が期

間中に廃止なるということで、提案当初、想定していなかった事態という

ことで、費用の面で大幅な見直しを強いられることとなりました。総合サ

ービスのほうにおきましても、施設の管理運営経費というものを精査して

いただきましたけれども、その結果が約 2,500 万円の減ということでござ

いますので、御理解のほうをお願いいたします。 

問（５） 資料のほうで 3,075 万６千円、実際が 2,500 万円の減というこ

とで、その差額は一体なんだったのか、ここを詳しく教えてください。 

答（文化スポーツ） 3,075 万６千円というのは、中央公民館を運営した

中での支出の実績額ということでございますけれども、この中には、生涯

学習施設は地区公民館も含めて６施設を管理しておったわけなんですが、
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それを総合的、効果的に管理するという中で運営をしておるわけなんです

けれども、中央公民館のその支出の決算、約３千万円という中に一般管理

経費というものは入ってございません。また、利用料金制をとっておりま

すけれども、中央公民館の利用料金のウェイトというのは非常に大きいと

いうこともありますので、そういったことを考慮をして、いろいろ交渉を

せていただきましたけれども、その結果が約 2,500 万円という削減になっ

ております。 

問（５） この差額の 500 万円がちょっとわからないんですけれども、駐

車場なんですかね。 

答（文化スポーツ） 駐車場の経費は入っておりませんで、あくまでも施

設の運営経費ということなんですけれども、その中央公民館単体で運営し

ているのではなくて、生涯学習施設、ほかの施設も含めて経費のほうをみ

ているという中で、３千万円の中にいわゆる一般管理費ですとか利潤みた

いなところは含んでおらず、純粋に支出の額であるということ、先ほども

申し上げましたけれども、利用料の中で中央公民館の収入というのは非常

に大きなウェイトを占めておりまして、それをほかの施設の運営のところ

にもまわしていくということをやっていたわけなんですけれども、中央公

民館がなくなった分、そういう収入の面でも落ち込みがあるということで、

そういったものを総合的にみて 2,500 万円という削減になっております。 

問（５） 以前いただいた資料とは 500 万円差があったという事実はある

ということで理解しておきますけれども、駐車場等借地料、この約 1,100

万円、これはどこの駐車場の借地料なのか教えてください。 

答（文化スポーツ） 駐車場の件でございますけれども、中央公民館の正

面の広い部分というんですか、アスファルト舗装がしてある部分。それか

ら裏のシルバーの横の北駐車場と呼んでいる部分。それから東駐車場、あ

とは、この生涯学習施設の駐車場の借地料ということになりますので、大

山公民館、高取公民館、そういったところの駐車場の借地等も含んでおり

ます。 
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問（５） 中央公民館が廃止になったということで、その辺り中央公民館

に関係なくなるわけですよね、駐車場が。その辺の駐車場って、これから

どういうふうに考えていくのかお聞かせください。 

答（文化スポーツ） まず、中央公民館の正面の駐車場、今一番広い部分

になりますけれども、これから解体工事が始まってまいりますと、そこが

現場事務所ですとか資材置場等で活用をしてまいります。それから東駐車

場につきましては、女性文化センターの駐車場ということで活用をしてま

いります。それから北の駐車場、シルバーの横の部分でございますけれど

も、公共施設の利用者駐車場というふうで考えております。 

問（５） 今ちょっと、ぱっと聞いて気になったのが、女性文化センター

の東側を女性文化センターの駐車場として活用するということが気になっ

たんですけれども、そこを女性文化センターのために確保する必要性とい

うのはあるんですかね、来客の数とか使用の実績とかを踏まえて、その辺

りどうなんでしょう。 

答（文化スポーツ） これまでは、中央公民館の正面のところも使えたと

いうことで、女性文化センターを利用される場合に建物のすぐ横も駐車場

あるんですが、非常に台数が少ないというところで、正面の駐車場のとこ

ろもかなりとめられて利用されていたかと思います。例えば、女性文化セ

ンターで総会などをやられる団体さんも多いんですけれども、そういった

大きな催しがあるときには、かなりの利用がございます。今後、解体工事

のほうが進んでいくときに、今まで正面の駐車場を使っていた部分がなく

なりますので、そうするとおそらくそこに停めていた方が移っていくとい

うことが予想されますので、東駐車場のほうも必要であるということで、

予算計上させていただいております。 

問（５） そうしましたら、次に、予算書の 228 ページ、10 款５項４目、

事業３の青少年ホーム管理事業の勤労青少年ホーム跡地活用支援業務委託

料ですけれども、平成 28 年６月の補正予算で勤労青少年ホーム跡地活用検

討業務委託料、これがまとめられたと思うんですけれども、ここでまとめ
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られた民間事業への調査結果や事業の実施方法、一番重要な事業の実施方

針がいまだ議会に示されていない中で、今回この委託料を予算審査すると

いうのは、ちょっと順番が違うんじゃないかなと思うんですけれども、そ

の点いかがでしょうか。 

答（総務部） 議会で御審議をいただきますためには、その資料といたし

まして、私どもといたしましては主要新規事業等の概要をお示しをいたし

ております。また、過日の議案説明会の中で、この事業の内容については

御説明をいたしておりますので、そういった中で御判断をいただきたいと

考えております。 

問（５） せっかく、平成 26 年６月に委託料を 600 万円強かけてやった、

せっかくのその基本方針をなぜ今、議会にちゃんと説明してくれないのか、

その辺りすごく疑問なんですけれども、先日その資料要求もしたんですけ

れども、資料も出せないということなんですが、この辺り率直に言って疑

問を感じるんですけれども、その辺りどうなんでしょう。 

答（総務部） このことにつきましては、３月１日付けで成果品の成果物

の全部のコピーについて資料要求をいただきました。ただ、この成果品の

内容というのは、今後、事業者を募集していく中での参考となる資料、提

案の参考となる資料が含まれておりますので、そういったものを事前にお

示しをすることが、かえって公正な競争の確保や事務の適正な遂行に支障

を及ぼすということで、今回の資料提供については合理的な理由があるだ

ろうという判断をさせていただいて、差し控えさせていただいたところで

ございますので、御理解をいただきたいと思います。 

問（５） 行政というのは、やっぱり市民の代表である議会に、いかにし

てわかりやすい資料を出して、いかにして理解していただくかというのが

重要な仕事だと思うんですけれども、その辺りもう少し理解していただけ

るとありがたいんですけれども、その点どうなんでしょう。 

答（総務部） 議会からの資料要求につきましては、できる限り私どもも

誠実に対応をさせていただいております。そうした中で、先ほど御説明を
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申し上げましたような理由がありますことを、一つ御理解をいただきたい

と思います。合わせまして基本方針につきましては、17 日に公共施設あり

方検討特別委員会が予定をされておりますので、そのときにぜひ提供させ

ていただきたいと思います。 

委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後２時５分 

 再開 午後２時 15 分 

 

委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

答（財務） 長期財政計画上、高浜小学校等整備事業設計・建設モニタリ

ング業務委託料がいくら入っているかという御質問にお答えさせていただ

きます。平成 26 年度から平成 33 年度まで１億 500 万円を計上しておりま

す。 

問（５） 先ほどの続きなんですけれども、総務部長の答弁で３月 17 日に

基本方針は提出するということなんですけれど、私、３月１日付けで文書

で基本方針を出してほしいと。それは却下ということなんですけど、なぜ

今、出せないのか。議会審議する前にしっかりと責任を持った議決をした

い。そういった思いで資料要求しているわけですから、そこが３月 17 日に

は出せて、なぜ今出せないのか。そこらへん教えてください。 

答（総務部） まず、平成 28 年度の成果品の資料要求をいただいておりま

す。この 28 年度の成果品については、事務の執行を審査する上で、決算特

別委員会のときに、おそらく議会の議決に基づいて特別委員会を設置され

て、その中で 28 年度の成果品が適正であったかどうかを御判断されるもの

と思っております。つきましては、28 年度の成果品が議会の予算を議決す

る場合に、必要だという御主張でありますけれども、私どもは議案、主要

新規の説明書等で御説明をしてきているところでございます。 

基本方針案については、３月１日現在、まだ内部的な意思決定がされて
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おりませんので、３月 17 日の特別委員会までには内部的な意思の決定をし

て、５番議員個人の資料要求なのか、議会としての資料要求なのかは、定

かではありませんけれども、３月 17 日に御提出をさせていただきたいとお

答えしたところでございます。 

問（５） 今の総務部長の答弁、残念なんですけれど、私は議長宛で資料

要求しています。そこで基本方針だけでも、今、資料で出してくださいと

いうことをお願いしているわけで、３月 17 日にこの大事な基本方針が提出

される。今、大事な基本方針をしっかり見て、次の委員会に備えたい。し

っかりとした審議がしたい。そういった思いで資料要求したわけですので、

基本方針だけでいいので、そこはぜひ提出してもらいたいんですけど、そ

の辺いかがでしょうか。 

答（総務部） ３月１日付けで資料要求をいただきましたのは、成果物の

全部のコピーということでございまして、基本方針ということではござい

ませんでしたので、資料要求をいただきました文書を見て判断をさせてい

ただき、今回このような回答をさせていただいたところでございます。 

問（５） 全部のコピーと書いてありますけれど、そこで開示できるもの

を提出してくれという意味なので、そこらへん取り違えてもらっては困る

んですけれど、大事な基本方針、これは３月 17 日に提出できるのであれば、

今の時点で提出してもらってもいいと思うんですけれど、基本方針の部分

だけでも提出してほしいということなので、そこら辺はぜひ提出していた

だきたいと思いますが、もう一度、総務部長、答弁お願いいたします。 

答（総務部） 今回、議会基本条例第 18 条の規定に基づきまして、議会は

議案審議等にあたり、資料の提出を求めることができるとの根拠に基づき

まして、資料要求をいただきました。先ほど来の５番委員の御質問をお聞

きしておりますと、５番委員個人の資料要求なのか、議会として議決をさ

れたと申しますか、合意が得られた資料要求なのか、定かではございませ

んけれども、副議長名で資料要求をいただきました以上、誠実に対応した

いんですけれども、今後の事務の執行上支障があるという合理的な理由も



 71 

あるだろうということで、差し控えさせていただいております。その中で、

全部のコピーではなくて、今、基本方針だけでもという御質問でございま

すので、これについては、３月 17 日の公共施設あり方検討特別委員会に資

料として提出できるよう、あくまでも私個人の判断ではございませんで、

機関としての意思決定が必要でございますので、機関としての意思決定を

した上で、御提出をさせていただければと考えております。 

問（５） 本来であれば、平成 28 年 12 月にこの委託料の成果物ができあ

がっていて、その後、本来であれば１月にこの事業の実施方針を議会に示

した上で、今回の当該予算や勤労青少年ホームの廃止条例を審議するのが

事業の妥当な進め方だと私は思うんですけれども、その点、総務部長、先

ほどから答弁ありますけれども、理解、行き違ってますので、答弁求めま

せんが、本来だったら順番、私は間違っていると思いますので、ぜひしっ

かりとやり方については、見直していただきたいと思います。 

 本当に議会への進め方や市民への説明のあり方等、行政だけで一方的に

進め、一人歩きしていると考えられるので、中央公民館取り壊しの件から

再三申し上げておりますけれども、市民目線の市政運営に改めていただけ

るように強く要望しておきます。早く情報をオープンにして、議会の中で

議論をして、よりよりものをつくりあげる、そういう進め方をしていって

いただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、１点、プールの件なんですけれど、さきの一

般質問の関連質問の確認なんですけれども、副市長は、コスト比較がまだ

できていないので、コスト比較ができる段階になり、そのときにコストが

高くメリットがなければ、当然、小学校にプールを残す選択肢もあるとお

っしゃいましたけれども、高小については、いつまでに結論を出すのか、

そこら辺、確認をさせてください。 

答（副市長） 今後、民間のところへ提案を求めます。私が申し上げたか

ったのは、その提案の内容によって、コストが割高だということが可能性

としてはあるので、その時点で白紙に戻る可能性を申し上げたというとい



 72 

うことであります。 

問（５） ということなので、そこがいつぐらいなのか。最終的な結論を

出すのはいつになるのか。高小のプールがある、なしになるのが最終的に

はいつになるのかをお示しください。 

答（総務部） まず、高浜小学校の既存のプールにつきましては、建て替

えに合わせて、市といたしましては、今後老朽化が進むプールの更新に合

わせて水泳指導のあり方を見直す中で、１校１プールのあり方以外の方法

を検討しているところでございます。 

 第１に考えますのは、まず、児童にとってメリットがあるのかどうなの

か。これは 13 番議員の一般質問でもお答えしたとおりですけれども、子供

たちにとっても、民間の屋内プールが活用できるのであれば、メリットが

大きいだろうと。それは冷たい水に浸ることがなくなる。また、天候に左

右されない授業が可能になる。インストラクターの補助的な指導も加わる

ことによって、より効果的な指導の実施が期待できる。また、水泳授業は

リスクの高い授業でありますけれども、民間プールを活用する･･･ 

委員長 いつ判断されますかということに対しての答弁をお願いします。 

答（総務部） まず、児童のメリットを第一に考えていく中で、コスト的

なことも考えていく必要がある。ですから、これを具体的に、まず学校の

ほうでこういったメリットについての御説明をする必要がありますので、

そういった全体的なことを総合的に考える中で、その判断をしていく必要

があります。したがいまして、具体的にいつだということは、現時点お答

えできないことを御理解いただきたいと思います。 

問（５） いつまでに結論を出すのかというのを示さないと、市民の方に

とっても不安でありますし、事業者の方も判断できないと思うんですけれ

ども、このあたり、いつまでにその結論を出すのかというのは、今の時点、

答えていただかないと困ると思うんですが。 

答（副市長） 主要新規 No.15 のスケジュールを見ていただけるとわかる

んですが、11 月半ばから１月にかけて契約交渉というのがございます。プ
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ロポーザルの形ですので、私どもがお願いができる委託料の範囲がありま

すので、その交渉が整えば、このままいって２月の頭には契約締結という

ことになるんですが、そこで先ほど申し上げたように委託料の額が高いと

いうことで、話がそこで終わる可能性もあるということで、そのときには

白紙に戻ります。そうなれば当然、議会のほうには、そのような報告はさ

せていただきたいと思います。 

問（５） そうすると平成 29 年 11 月、この時点までは高小にプールが残

る可能性があるということでよろしいですか。 

答（副市長） 契約交渉の期間中におそらく私どもが要望している金額と

合わない場合は、これは多分協議をしている段階だと思います。そこで整

わないということであれば、ある時点で民間プールの活用が難しくなった

ということの報告をすることになると思いますが、もし金額的なところで

条件のところが合えば、原案のとおりというか、今の計画のとおり進めさ

せていただくということでございます。 

問（５） そうしたら、今の時点で市民の皆さんに説明する場合は、高小

のプールはまだどうなるかわからないと。学校に残る可能性もあるし、勤

労青少年ホームになる可能性もあるという伝え方でいいのか。 

答（副市長） 現在の計画は、民間プールの活用でありますので、先ほど

のような状況がない限り、青少年ホームに民間プールをつくっていただい

て、そちらで水泳指導を行っていくというところが本線であると考えてお

ります。 

問（５） 本線はわかるんですけれど、委託コストが高くなる可能性もあ

るんわけですよね。今、副市長の答弁だと白紙に戻るということなので、

そうなると、すごく不安というか、一体どうなんだろうと市民の方も本当

に不安に思っていますので、そのあたりはっきりとした答弁をお願いしま

す。 

答（市長） 基本的なところが御理解いただけないようですが、基本的に

は、民間にお願いをしていくということです。だけどこれ契約ですから、
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成り立つかどうかわからんじゃないですか。こんなこと当たり前ですよ。

ただ、我々は民間に委託をしていく。じゃ全然担保がないかというと、佐

倉市においても、東洋大学の PPP のそういうものにおいても、可能性とし

ては、我々は間違いなくあると思っておりますので、あとは業者と契約が

できるかどうかということです。そういう意味で言っておることで、基本

的には民間にお任せするということです。 

問（５） 可能性の部分でおっしゃられているということですよね。 

答（市長） 契約ですから、契約。おわかりになりますよね。 

委員長 公共施設あり方検討特別委員会で基本方針が示されるということ

なので、この件については、公共施設あり方検討特別委員会の中でしっか

り揉んでもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。それでは、公共施

設あり方検討特別委員会でこの後の続きはやらせていただくということに

させていただきますので、お願いいたします。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、10 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

11 款 災害復旧費 

委員長 質疑を行います。 

問（１） 11 款、235、237 ページ、５項目ほどあるんですけれども、１千

円というのが５つにわたって上がっているんですけれども、１千円という

のは、これはなんなんですか。 

答（財務） この項目を消さないというか、一応、確保しておくというこ

とで、何か発生したときには、ここを使って補正を組んでいくということ

でございます。 
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委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、11 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

12 款 公債費 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、12 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

13 款 諸支出金 

委員長 質疑を行います。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、13 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

14 款 予備費 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 
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委員長 質疑もないようですので、14 款の質疑を打ち切ります。 

 

 

委員長 質疑漏れの確認を行います。議案第 26 号 平成 29 年度高浜市一

般会計予算の歳入歳出全体につきまして、質疑漏れはありませんか。 

問（３） 191 ページの小規模工事費の件で、お伺いしたいんですけれど

も、平成 28 年度２月いっぱいぐらいまででもいいんですけれども、どのよ

うな案件がどのぐらいあったのか。今回、予算組みをしていく中で、小規

模工事の問い合わせも結構あると思うんですけれども、しっかりと基準を

設けて考えてみえるのか、その辺を教えていただければと思います。 

答（都市整備） 今、件数については資料を持ち合わせておりません、今

年度分については。また後ほど、件数等についてはお答えいたします。金

額だけで申し上げますと、今年度補正予算も含めて、残り 200 万円程度、

現在、未執行の金額があるというのが小規模工事の実態でございます。小

規模工事の基準ということでございますが、こちらにつきましては、まず

は緊急を要することが最優先されます。あとは入札等にかける一部案件、

金額的に入札等にかからない案件についてはこちらのほう、130 万円未満

という基準がございますので、そちらのほうにつきましては、小規模工事

ということで、複数社の業者への見積もり依頼をかけての業者決定後、予

算を執行するという手続きをしております。 

問（３） その基準はわかるんですけれども、市内のどういった場所にど

ういった形でつけていくという判断をする場合です。よくカーブミラーだ

とか側溝のふただとかいろいろ出てくると思うんですけれど、そういった

部分で、どこまでが本当に行政がやって、どこまでが地域にお願いをする

ものなのか、そういう基準とかそういうものを考えていくのかどうか、と

いうことについて。 

答（都市整備） 判断の基準になるのかどうかちょっとあるんですが、ま

ずは、小規模工事の対象になっている工事というのは、市民の方や議員の
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方も含めて、市内の道路だとか公園等で損傷があったりするものについて、

小規模工事での対応というふうで考えております。計画的に進めるものに

つきましては、これ以外の道路工事ということで別途上げさせていただい

ております。それにつきましては、計画をもって、ちょうどこの小規模工

事の下にございます、道路橋りょう修繕工事費というところでございます。

問い合わせ等、苦情等で職員が現地に赴き、判断する。あと、職員が判断

できないものについては、市内の建設業者の方を呼んで意見を聞くという

形で小規模、簡易的な工事で終わるものについては、先ほどの小規模工事

で処理いたしますが、ちょっとなかなか小規模工事では金額的にも難しい

場合、あと時間的にも工法的にも困難な場合につきましては、来年度送り

ということで道路橋りょう修繕工事のほうで、道路の路線単位での修繕の

ほうを図っていくというふうで考えております。 

答（都市政策部） 今、御質問の小規模の考え方ということでございます

が、まずはやはり状況によって安全第一でございますので、例えば道路で

あれば、それがそのまま放置したことで怪我に及ぶ事故の原因になってし

まうということは、当然ながら至急直さなければいけない、安全保護しな

ければいけないということで。今、リーダー申しましたのは、それぞれ状

況によって判断ということで、必要なものについては、その特別、今、130

万円という金額という縛りも言いましたけれども、それだけではなくて、

やはり第一が安全だと。例えば、ひとつ基準という話の中で申し上げるん

であれば、ふたの設置だとか、先ほど言ったカーブミラーなんかについて

は、それぞれ状況に応じた基準というのを、これは内規でございますが、

ひとつの判断材料として、持ち合わせております。しかしながら、側溝の

土砂の堆積が非常にひどいと。それを 10 センチならやるのか、15 センチ

ならやるのかという話というのは、やはり全体のバランスも考えながら、

排水系統の主軸になるところであれば、早急にこれはやっていかないとい

かんというようなことも判断のひとつになってまいりますので、そういっ

たところも含めながら、そこは財源とのバランスもございますので、今後



 78 

の課題として少し捉えていきたいと思います。 

問（３） 第一が安全であって、あとは状況に応じた基準というお話だっ

たんですけれども、平成 28 年度に関しては、残金が 200 万円ぐらいあると

いうことなんですが、どうしても地域の方とも話をしていても、あそこも

ここもみたいな話が結構あって、じゃあどこで僕らもここはこういう形で

あってだとか、ここはこういう理由でできないとかいう説明がすごくしづ

らくて、あそこではやってあるけど、こっちではやってないと。こっちで

話をすると、こっちはやれないという話も出てくるので、やっぱり基準と

いうのをもう少ししっかりとわかりやすく、教えていただけるといいのか

なと。そういった部分もしっかりと市民の皆さんにも御理解いただく上で、

小規模工事費等も道路橋りょう修繕工事費等も、限られている資源なんで、

少しでも抑えられるような形で、市民の方に説明ができるような形をやっ

ていければ、予算組みとしてももう少しいいものになっていくのかなと思

いますので、少し意見を言わせていただきました。 

 あと、211 ページのいじめ・不登校対策推進事業委託料、30 万３千円、

いただいた資料のほうで、平成 26 年から見ると、トータルすると減ってい

るという感じなんですが、学年によっては横ばいであったり、ふえたりと

いうところが不登校あるんですが、そこら辺というのは、今回の予算組み

にどういうふうに考えてみえたのか、教えていただけたらと思います。 

答（学校経営 主幹） お示しいたしました資料４を見ますと、平成 26

年度から今年度に至るまで、今年度の状況につきましては、平成 29 年１月

31 日現在の数値で、まだ途中の状態というわけで、少し少なめの数字で出

ているかなという気がいたします。年度の終わりにはもう少し数字が延び

てしまう可能性がありますが、今年度につきましては、中学校で改善傾向

は確かに見られております。ただ、これもこういった策を講じたので不登

校が全体的にすぐに減るというものではなくて、各学校における本当にた

ゆまぬ教職員の努力の結果、保護者の方の理解に基づき、何よりも児童・

生徒本人の回復の力をもって、さまざまな回復の仕方がありますので、子
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供たちの不登校の数によって、予算に影響するということは基本的にはご

ざいません。 

問（３） 西三河、県、全国的に見て、ちょっと高いという部分が、人数

が多いというか、自分が小中学校のときと比べても、１学年で不登校にな

っている生徒さんの数、児童さんの数が多いと感じるんですけども、そこ

ら辺はどういうふうに考えてみえて、どういうふうに取り組んでいかれる

のか。 

答（学校経営 主幹） 不登校対応の基本といたしましては、まず学校に

児童、生徒の居場所がある、基本的な心の居場所のある学級経営。それか

ら、やはり学校の主体であります、授業の改善、わかる授業、楽しい授業、

こういったものがまず基本になってくると考えております。 

 ただ、不登校の原因には、本当にさまざまなものがありまして、学校だ

けで対応できないもの、ですので、スクールカウンセターですとか、ある

いは学校の外にあります、ほっとスペース、学校の中にあります高浜中学

校のレインボー教室、南中学校のみなみ教室、学校内の支援教室等を利用

して、改善を図ってまいりたい。この地道な努力、目の前の１人を救う、

新たな１人を出さないという教育方針で今後とも進めてまいる、この１点

でございます。 

意（３） ありがとうございます。予算の部分でどうこうという形ではあ

ると思うんですけど、しっかりと今のお話だとそれぞれが家庭なり、本人

なりというような部分もあるのかもしれませんけれども、基本的には何か

通ずる部分が不登校の部分にはあるのかなと思いますので、そこら辺もう

少ししっかりとサポートティーチャー等いろいろついている部分がありま

すので、必要な部分にはしっかりと予算をつけていただきたいと思います。 

問（13） ４款１項３目、地域医療振興事業費の補助金の件ですけども、

２億 1,746 万６千円が計上されておりますが、これの内訳と算定根拠をお

尋ねしたいと思います。 

答（保健福祉） 地域医療振興事業の補助金の内訳でございますが、まず
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医療法人豊田会に対しまして、運営に要する経費といたしまして１億円、

民間移譲した際のリフレッシュ工事に係ります減価償却相当分、これが２

千万円、地域医療・救急医療振興事業補助金が 4,310 万円、高度機器等補

助事業に対する補助金が３千万円、最後に施設の大規模改修事業の補助金

が 2,436 万 5,600 円、合わせまして２億 1,746 万 5,600 円となっておりま

す。 

問（13） 施設の大規模改修における補助金というのは、今、最後に言わ

れたと思うんですけれども、前々から言われております空調が本当に危う

い状態なんだというお話があって、そういったものを移転新築というのが

本当に協定書に向けて、今、着々と進んでいる中で、例えば、空調がちょ

っと異常が出ちゃったというようなことが起きた場合なんかの対応という

のは、病院の空調というのは半端なお金じゃないじゃないですか。例えば、

修繕で済むならいいですけど、総入れ替えしなければそれこそ入院患者が

100 人近くいる中で、というようなことが起きた場合に、いかほどかかる

可能性があるのかというのが、非常に心配なんですよね。そのへんのとこ

ろというのは、見越しているところがあるのか、ちょっと心配で聞かせて

いただくんですが、どうなんでしょうか。 

答（保健福祉） 空調に関しましても、必要最小限の延命化対策という形

で実施をしていただいておりますが、実際に病院内の空調を全て新しいも

のに取り換えた場合でございますけれども、医療法人豊田会からは試算で

おおむね５億円から６億円程度かかるということを伺っております。今、

平成 31 年度中の移転に向けまして、準備を進めておりますので、そういっ

た大規模な修繕が発生しないように、延命化という形で実施をしていただ

いている状況でございます。 

意（13） 非常に大きなお金でありますし、そういったものはとてもじゃ

ない、この段階でそこに入れると、我々が市立病院時代を持っていた期間

の部分だけとしても、非常に大きな金額になると思うんですよね。そうい

ったこと考えると、例えば入院患者の方々も、新築の新しい病院ができて、
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そのまま移動ができるということでない限り、逆に言うと、多少変な言い

方ですけれど、赤字が膨らんででも回転率を高く保ったりだとか、そうい

ったことをちょっと控えていくようなことも、ある程度考えていかないと

いけないのかなと気がしないでもないんですよね。病院の閉鎖は別ですけ

れども、移転というときには結構ある話だっていうのは、聞いたことがあ

るんですよ。というのは、今、お元気なうちにできるだけ移動をしていた

だくと。入院をしている方々に。で、病院自体の負担を減らしていく、と

いうような動きをしていくということも聞いたことがあるもんですから。 

その辺のところも、例えばこれは予算ですから、１年間の運営費補助な

んかは、赤字がふえれば、それをある程度面倒みなきゃいけないような場

面も想定されるわけですよ。そうすると、どちらが得なのかという考え方、

わかりやすくいうと、空調を使うがために空調の痛みが早くて、すごいお

金がかかってしまうようなことを起こす前に、例えばあそこの場合、空調

が２、３カ所に分けて使えるというふうにすれば、ここの病棟は止めちゃ

いましょうというようなことだってやっていけるのかなという気がしない

でもないんです。だって増築ですもん、あそこ。そこの辺のところも、や

っぱり返答もらえませんけど、いろんなことを考えていただかないと、ど

れが一番選択肢としていいのか、ということを常に考えていただく。これ

が重要かなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

答（副市長） 今、豊田会との協議の中で、平成 31 年の梅雨時前までには

移転をさせないと、先ほど申し上げたような空調の全面改修、５億円、６

億円というものがある。そうなった場合に、病院の大規模改修というのは、

公立の期間と移譲後の期間を勘案して、７対３で費用按分しておりますが、

平成 31 年のときには、豊田会としては近い将来移転する場所に、仮に５億

円で 30％でも１億５千万円ということなんで、その部分は、投資はできま

せんということをお聞きをしています。ということなんで、今、できれば

平成 31 年４月の移転を目標に進めておりますので、そういった無駄な費用

がかからないようにやっていきたいと考えております。 
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問（１） 当初予算の 169 ページ、４款１項３目の先ほど５番委員が尋ね

られた地域医療連携ネットワークのところで、もう少し教えてもらいたい

んですが、刈総さんとかかりつけ医である高浜市内の診療所が連携するた

めのシステムということはわかったんですが、実際このシステムというの

は、市内の診療所さんというのは、皆さん使われているのか教えてくださ

い。 

答（保健福祉） 現在市内には 18 の診療所がありまして、このうち 15 の

診療所が地域医療連携ネットワークに接続をしております。内科、外科、

整形外科及び耳鼻咽喉科を標ぼうする診療所は、全てこのネットワークシ

ステムを活用しておりまして、市民の皆さんの利便性の向上に努めておみ

えになります。 

医療法人豊田会に確認したところ、高浜市の医療機関は、非常にこのネ

ットワークのシステムを活用していらっしゃるということをお聞きしてお

ります。毎月平均でカルテの照会が 300 件から 400 件、予約の取得の件数

も毎月 50 件程度あるということで、大いに活用していただいておるという

ことをお聞きしております。 

問（１） 地域医療というのは、刈総さんみたいなところと地域のかかり

つけ医さんが連携してもらうというのが、非常に大切なことだと思います

ので、今のこのネットワークの更新というのは素晴らしいことだと思いま

す。今、18 のうちの 15 と言われましたけれども、あとの残りの３つとい

うのは、理由があってつながれてないんですかね。診療科目がないとかで

すか。 

答（保健福祉） 実際に刈総さんに患者さんを送ったり、あるいは刈総さ

んの健診の予約等を必要としない医療機関、診療所が３カ所つないでいら

っしゃらないというような状況でございます。 

問（11） 231 ページ、かわら美術館改修工事費ですけれども、これはど

の工事をされるんでしょうか。 

答（文化スポーツ） かわら美術館の改修工事の内容ということでござい
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ますけれども、これは２階の事務室に設置をしております、中央監視装置

といいまして、館内の例えば電気とか給排水とかいろんな設備を監視して、

異常を検知するというシステムになりますが、これの改修工事を予定して

おります。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、以上で議案第 26 号の質疑を終結

いたします。 

お諮りいたします。当初におきまして、本日は一般会計の質疑を行い、

２日目に特別会計、企業会計の質疑を行う予定でしたが、時間的に特別会

計、企業会計の質疑を行うことができます。そこで委員各位にお諮りいた

します。引き続き会議を続け、特別会計、企業会計の質疑を行いたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、引き続き会議を続けます。暫時休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後２時 55 分 

 再開 午後３時５分 

 

委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

初めに、当局側より発言を求められておりますので、これを許可します。 

答（都市整備） 先ほど３番委員の質問の中で、資料を持ち合わせていな

かった小規模の件数でございますが、平成 28 年度の実績といたしまして、
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現在 591 件の小規模工事を執行しております。詳細な内訳は、今は調べき

れなかったんですが、主に側溝の浚渫、草刈り、側溝の一部敷設替え、一

部アスファルトの修繕というところが大きなものになります。 

委員長 特別会計の質疑を行います。 

 

 

≪特別会計≫ 

議案第 27 号 平成 29 年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第 27 号の質疑を打ち切ります。 

 

 

議案第 28 号 平成 29 年度高浜市土地取得費特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第 28 号の質疑を打ち切ります。 

 

 

議案第 29 号 平成 29 年度高浜市公共下水道事業特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 
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問（13） 326 ページの２項１目の委託料ですけれども、下水道事業公営

企業会計移行業務委託料がありますけども、881 万８千円ですが、この業

務内容を教えてください。 

答（上下水道） 下水道事業公営企業会計移行業務委託の内容について、

お答えいたします。下水道事業公営企業会計移行につきましては、平成 26

年８月に総務省より人口３万人以上の団体については、平成 32 年４月まで

に移行するようロードマップが示されております。 

公営企業会計移行の準備といたしまして、平成 25 年度に基本計画を策定

いたしました。平成 26 年度は、平成 25 年度まで整備をいたしました固定

資産の調査と固定資産台帳等の整理をしております。来年度の業務といた

しましては、平成 31 年４月の公営企業会計移行に向けて、会計科目等の設

定や平成 26 年度から平成 28 年度までの固定資産の調査と固定資産台帳の

整理及び会計システムの試用環境作業等を予定しております。 

問（13） 要は、固定資産台帳というのが年度ごとにまたふえていくんで、

それを継ぎ足していかなきゃいけないから、これだけの期間をかけてやっ

ていくということですよね、時間的な部分で。今言われた会計システムの

試用をされるということなんですけれども、それ自体はここには予算とし

て上がってないと思うんですけれども、それに関してはどのようになって

いるんでしょうか。 

答（上下水道） 会計システムの費用につきましては、18 節の備品購入費

の機械器具費に 324 万 5 千円を計上させていただいております。 

問（13） 329 ページの２項、下水道建設費の１目、13 節、委託料の汚水

施設建設事業で、事業変更認可申請図書作成業務委託料、2,244 万円があ

りますけれども、この業務内容について教えてください。 

答（上下水道） 事業変更認可申請図書作成業務委託の内容についてお答

えします。愛知県の矢作川・境川流域下水道、衣浦東部処理区の事業認可

変更が行われることに伴いまして、高浜市も事業計画の変更を行うもので

ございます。公共下水道事業を実施していくには、下水道法並びに都市計
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画法に規定されております、必要な書類を申請書類に添付いたしまして、

変更認可の申請を行います。そのための申請に必要な図書等を作成するた

めの業務でございます。 

問（13） それでは、その事業内容に関してですけれども、内容とその拡

大区域になると思うんですが、それがどこなのかを教えていただきたいと

思います。 

答（上下水道） まず、変更内容につきましては、現在の事業認可区域が

614.4 ヘクタールございます。これを 18 ヘクタール拡大いたしまして、

632.4 ヘクタールにするものと、あわせまして事業期間を平成 33 年度まで

のものを平成 35 年度までに延伸するものでございます。 

続きまして、拡大する区域でございますが、春日町七丁目及び青木町二

丁目、九丁目地内の市道旧道線の西側の地域と小池町四丁目地内の吉浜交

番の北側の市道中部 30 号線と明治用水中井筋との間の地域を予定してお

ります。また細かい場所につきましては、上下水道グループのほうにお尋

ねいただければと思います。 

問（13） もともと矢作川・境川流域下水道の事業認可の変更が行われる

と、高浜も変更をしなければならないという流れだと思うんですけれども、

これは、例えば何年に１回とか、取り決めみたいなのがあってのことでし

ょうか。 

答（上下水道） 高浜市は、流域下水道でございまして、衣浦東部処理区、

碧南市の全域、高浜市の全域、安城市の一部、これが一つの流域下水道と

なっております。この３市を合わせた全体の計画を愛知県の流域下水道計

画に定めまして、それを受けて各市の事業の認可をいただけるということ

で、事業期間としては、おおむね５年から７年ぐらいを事業期間として定

めるものでございますが、特に流域下水道のほうで大きなものはございま

せんが、３市の中で区域拡大をしたいとか、何か計画変更したいというと

きは、まず県の流域下水道の事業認可変更が必要となることから、そうい

ったことを県に御相談しまして、こういった事業手続きするのにあわせて、
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ほかの市さんも何かあればこの機にやってくださいと、そうしないと何回

も何回もかかってきてしまう。私どもが仮に事業認可変更の内容がなくて

も、流域下水道が変えるときには、３市同じように県からいろんな書類を

要求されるもんですから、なるべくそういったところの事業期間の調整を

行いながら、やっていくものでございます。 

問（１） どこの項目なのかわからないんですけど、確か昨年、陶製の下

水管にひびが入っていたという報告をいただいて、その後調査しますとい

う話があったと思うんですが、その後の調査状況とそれを踏まえての予算

が組まれているのかというのを教えていただければと思います。 

答（上下水道） 来年も引き続き調査費を計上させていただいております。

健全でない管が発見されたということで、今年度もそういった調査をさせ

ていただきまして、61 キロ対象路線があるということが判明しましており

ます。そのうちでいくつか破損の箇所もございますので、来年度も 329 ペ

ージに引き続き、下水道施設現況調査検討業務委託料を 794 万円計上させ

ていただいております。 

来年度の予定といたしましては、健全でない管が発見されたことに伴い

ます、今後の維持管理だとか、経過観察、それと管のいわゆる健全度、悪

いなりにしてもどのぐらい悪いのか判定する業務を来年度行ってまいりた

いものですから、その費用を計上させていただいております。 

答（都市政策部） 今、以前にということで、実際は今までの経過も含め

て、我々が予定しておりますのは全協で中間報告ではありますが、わかっ

ている部分を議員の方に御説明をしたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

問（１） 現況、また御報告いただけるということなんですけれども、今

現在というのは、陶製の下水管を使っているのか、それはもう廃止して、

今は塩ビ管というのか、ああいうものを使っているのか、教えていただけ

ればと思います。 

答（上下水道） 健全でない管が発見されたことに伴いまして、その年度
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より管種を変更いたしまして、現在は、陶製の管は使用しておらず、いわ

ゆる塩ビ製のものに変更してございます。 

委員長 ほかに。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第 29 号の質疑を打ち切りま

す。 

 

 

議案第 30 号 平成 29 年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第 30 号の質疑を打ち切ります。 

 

 

議案第 31 号 平成 29 年度高浜市介護保険特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 

問（１） 389 ページ、４款３項６目の生活支援体制整備事業委託料のと

ころですが、介護保険法の改正によって、平成 30 年度までに全ての市町村

で生活支援コーディネーターを配置しなければならないということだと思

うんですが、その生活支援コーディネーターの役割というはどういったも

のになるのか、具体的にあれば教えていただければと思います。 

答（福祉まるごと相談） 生活支援コーディネーターの役割ということで
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お答えさせていただきます。将来的に支援を必要とされる軽度の高齢者の

方が増加していくことが予想されていますが、介護保険給付における訪問

介護だけでは支えきれなくなることが予測されます。 

そのため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合等の多様な主体

が生活支援サービスを提供する環境整備が必要となり、地域で支える体制

づくりが生活支援コーディネーターの重要な役割となります。具体的には、

担い手の育成や地域資源の開発、関係者のネットワーク化を推進する活動

を予定させていただいております。 

問（１） 主要新規の 32 ページにも出てくると思うんですが、協議体の設

置ということが書いてあるんですが、各小学校区にはまちづくり協議会と

いうものがあります。これらの団体との関係というのは、どういうふうに

考えてやっていくのか、役割等あわせて教えてください。 

答（福祉まるごと相談） 委員おっしゃるとおり、既に各小学校区にまち

づくり協議会があることから、新たに協議体を設置するというのではなく、

まちづくり協議会の既にありますグループ会議などの既存の場を協議体と

して活用していきたいと考えております。協議体の役割でございますが、

地域の課題を話し合い、必要とされるサービス資源の開発や住民ニーズと

サービス資源のマッチング、関係者同士の情報共有の場として、幅広く意

見交換させていただきまして、実際の地域活動へつなげる場として考えて

おります。また、協議体を設置することで、目指す地域の姿、方針、意識

の統一が図られ、地域の課題解決に向けて、関係者同士のネットワークが

強化されることも期待されます。 

問（１） 委託先というのは、どこを現在予定されているのかというのと、

生活支援コーディネーターという人がやはり重要になってくると思います

が、それはどのような人材を予定されているのか、わかっていれば教えて

ください。 

答（福祉まるごと相談） 委託先としましては、地域福祉の推進役であり

ます、市内の多くの団体とつながりが既にあります、高浜市社会福祉協議
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会を予定させていただいております。また、人材につきましては、専門職

であります社会福祉士の配置を予定させていただいております。 

問（１） 高浜市というのは、市の職員の方とか社協の方が今までもまち

づくり協議会等に参加されて、地域活動に深く参加されていると思います。

そういった方々と生活支援コーディネーターさんというのは、今後より密

接になっていくのが大事だと思うんですが、その関係性というのはどうい

うふうなことを考えているでしょうか。 

答（福祉まるごと相談） 委員おっしゃるとおり、委託を予定しておりま

す社会福祉協議会では、既に各まちづくり協議会の活動に職員が参加して

おりまして、地域包括支援センターの職員においても同様でございます。

全てを今回の生活支援コーディネーター１名が担うのではなくて、既に活

動に参加している職員一人一人が、生活支援コーディネーターとしての意

識を持っていただき、生活支援コーディネーターは、その取りまとめ役と

して整備を進めてまいりたいと考えております。 

問（13） 同じく生活支援体制整備事業のところですが、ちょっとイメー

ジとしてもう少しわくような部分がお聞きしたいんですけれど、生活支援

コーディネーターというのはお一人配置すると。その方が各小学校区にお

いて、生活支援サービス担い手を養成していくというイメージでいいんで

すかね。要は、５つの小学校区それぞれにある協議体を１人の生活支援コ

ーディネーターが面倒を見るというのではなくて、それぞれで担い手養成

講座を開いて、担い手をしっかりとつくっていくというようなイメージの

配置という考え方でいいんでしょうか。 

答（福祉まるごと相談） 委員おっしゃるとおり、協議体のほうは各まち

づくり協議会で設置していきますので、既に張り付いている職員が中心に

なっていくとは思います。それを取りまとめる役割として、今回の生活支

援コーディネーター１名を専属で配置したいと考えております。 

問（13） 国の制度がさまざま変わっていって、いろいろ議論をされて、

現場の中で必要なポジションだとか、必要なシステム、こうあったほうが
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いいだろうということでさまざまなことをやってこられるということはわ

かるんですけれども、ともすると怖いのは、その生活支援コーディネータ

ーをやられる方が、自分のポジションをしっかりと皆さん方に理解をして

いただけないと、非常に仕事がやりづらくなってしまって、本来目指すべ

き目的を達成することが、できなくなるということが一番心配だと思うん

です。 

ですから、まち協さんがあるから、そこを使いますよ。それはいいんで

すけれども、まち協さんとどっちが上なんだと、すぐそういう話になるん

ですよね、いろんな組織が入ってますから。いろんな組織が入ってるから

顔が見えやすくて、話もしやすくて、一度同じ方向を向けばすごくスムー

ズなスタート、あるいはスピード感を持った動きが取れるとは思うんです

けども、そういったところをしっかりと行政的には押さえていただかない

といけないのかなというところをすごく思います。 

委託料ですから、全体を見ての 800 万円だと思いますが、これが成功す

るしないに関わらず、一度つくったものは簡単にはやめられませんし、そ

れを上手に使っていくのが、高浜の今までの福祉の知恵ですので、ぜひと

も御期待をさせていただきたいと思います。 

委員長 ほかに。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第 31 号の質疑を打ち切りま

す。 

 

 

議案第 32 号 平成 29 年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算 

〈歳入歳出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 
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質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第 32 号の質疑を打ち切ります。 

 

 

≪企業会計≫ 

議案第 33 号 平成 29 年度高浜市水道事業会計予算 

〈収入支出一括質疑〉 

委員長 質疑を行います。 

問（15） これは一般会計で質問すればよかったと思うんですけれども、

37 とか 39 ページありますけれども、今回給水車、1,569 万４千円で購入し

ております。一般会計からの繰入金が３分の１の 523 万１千円あります。

これはまず、水道会計だけでは買えなかったものか、もう１点は、３分の

１の根拠をお示しください。 

答（上下水道） 水道事業会計だけで買えないかと言われると、買えない

ことはないと思うんですが、私どもの施設の事故に対応するのに発揮する

加圧式給水車ということも一つございます。大規模な災害時に応急給水す

るというそういった役割、広域的な役割もございます。そういった意味も

ございますことから、３分の１を一般会計にお願いいたしまして、財政当

局と協議した結果、一般会計から３分の１の費用を繰り入れていただくと

いうことになったものでございます。 

問（15） ３分の１の根拠、はっきりわからないですけれども。 

答（上下水道） ３分の１の根拠といたしましては、国の補助金のメニュ

ーの中に、重要給水施設耐震化事業、いわゆる今ある管の中で、基幹的な

管でございまして、避難所へ給水する管をより強靭な耐震化する事業に対

して、今、国からの補助金が県からの補助金に変わっておるんですが、こ

の補助率が３分の１ということで、地震の側面もあるということで、３分
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の１を一般会計にお願いしたものでございます。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第 33 号の質疑を打ち切りま

す。 

質疑漏れの確認をさせていただきます。特別会計及び企業会計につきま

して、質疑漏れはありませんか。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑漏れもないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

以上で、質疑が全部終了いたしました。暫時休憩いたします。 

 

 

休憩 午後 3 時 31 分 

 再開 午後 3 時 39 分 

 

 

委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

≪採 決≫ 

議案第 26 号 平成 29 年度高浜市一般会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 
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議案第 27 号 平成 29 年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

 

議案第 28 号 平成 29 年度高浜市土地取得費特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

 

議案第 29 号 平成 29 年度高浜市公共下水道事業特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

 

議案第 30 号 平成 29 年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

 

議案第 31 号 平成 29 年度高浜市介護保険特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

 

議案第 32 号 平成 29 年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 
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議案第 33 号 平成 29 年度高浜市水道事業会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

 

委員長 以上で、予算特別委員会に付託されました案件の審査は、全部終

了いたしました。 

お諮りいたします。本委員会の審査結果の報告の案文は、正副委員長に

御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、そのように決定をいたします。 

 

 

 市長挨拶 

委員長 以上をもちまして、予算特別委員会を閉会いたします。 

 

委員長挨拶 

 

 

 

                   閉会 午後 3 時 43 分 

 

 

        予算特別委員会委員長 
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        予算特別委員会副委員長  


